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(57)【要約】
　ＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患及び／又は他の病
態に関連する症状の治療的処置を提供するための装置及
び方法が本明細書中に記載される。ある実施形態では、
装置は、支持要素部と容器部とを有する基部支持体を含
む。支持要素部は、第１端部部分と、第２端部部分と、
底面に対してある角度で配置された頂面と、を有する。
第２端部部分は第１端部部分を超える高さを有する。支
持枕部材は、容器部の少なくとも一部と、支持要素部の
少なくとも一部第２端部部分との間において、基部支持
体に固定的に結合されている。支持枕部材と、支持要素
部と、容器部とは、使用者の腕の少なくとも一部を中に
受容するように構成された受容部を含む内部領域を集合
的に規定する。
【選択図】図１０２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持要素部と、容器部と、を含む、基部支持体であって、前記支持要素部が、第１端部
部分と、第２端部部分と、底面に対してある角度で配置された頂面と、を有し、前記支持
要素部の前記第２端部部分が、前記支持要素部の前記第１端部部分の高さを超える高さを
有する、基部支持体と、
　前記容器部の少なくとも一部と、前記支持要素部の前記第２端部部分の少なくとも一部
との間において、前記基部支持体に固定的に結合されている支持枕部材と、を備え、
　前記支持枕部材と、前記支持要素部と、前記容器部とが、内部領域を集合的に規定し、
前記内部領域が、使用者の腕の少なくとも一部を中に受容するように構成された受容部を
含む、装置。
【請求項２】
　前記支持枕部材が前記容器部と一体形成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記支持枕部材が第１発泡材料で形成されており、前記容器部が、前記第１発泡材料と
は異なる第２発泡材料で形成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記基部支持体が、前記内部領域と連通している解放空洞を規定し、前記解放空洞が開
口部を含み、前記開口部が、前記基部支持体の側縁部に規定され、少なくとも部分的に前
記基部支持体の前端部部分まで延びる、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記支持枕部材と前記容器部とが発泡材料で一体形成されている、請求項１に記載の装
置。
【請求項６】
　前記容器部が前記支持要素部の前記第２端部部分から延びる、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記受容部が第１受容部であり、前記内部領域が、前記第１受容部と連通している第２
受容部を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記支持要素部又は前記容器部の少なくとも１つの頂面に配置されるように構成された
本体要素をさらに含み、前記本体要素が側部支持ボルスタを含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項９】
　支持要素部と、容器部と、を含む、基部支持体であって、前記支持要素部が、第１端部
部分と、第２端部部分と、底面に対してある角度で配置された頂面と、を有し、前記支持
要素部の前記第２端部部分が、前記支持要素部の前記第１端部部分の高さを超える高さを
有する、基部支持体と、
　前記容器部に結合されている、発泡材料によって形成された支持枕部材であって、前記
支持枕部材と、前記支持要素部と、前記容器部とが、使用者の腕の少なくとも一部を中に
受容するように構成された受容部を含む内部領域を集合的に規定する、支持枕部材と、
を備える、装置。
【請求項１０】
　前記支持枕部材が第１発泡材料で形成されており、前記容器部が、前記第１発泡材料と
は異なる第２発泡材料で形成されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記支持枕部材が、前記容器部の頂面と実質的に面一の頂面を有する、請求項９に記載
の装置。
【請求項１２】
　前記容器部が前記支持要素部の前記第２端部部分から延びる、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記支持枕部材が、使用者に肩解放部を提供するように構成された切抜部分を規定する
、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記基部支持体が、前記内部領域と連通している解放空洞を規定し、前記解放空洞が開
口部を含み、前記開口部が、前記基部支持体の側縁部に規定され、少なくとも部分的に前
記基部支持体の前端部部分まで延びる、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　少なくとも前記支持要素部の頂面に配置されるように構成された本体要素をさらに備え
、前記本体要素が側部支持ボルスタを含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記本体要素が頚部支持部を含む、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　外カバー内に配置された発泡挿入部材を含む本体要素を含み、
　前記本体要素が、円弧部と、前記円弧部からそれぞれ延びる第１アームと、第２アーム
と、を備え、
　前記本体要素が側部支持ボルスタを含み、前記側部支持ボルスタが、前記第１アーム又
は前記第２アームの少なくとも１つに配置されており、使用者を側位に維持するように構
成されている、装置。
【請求項１８】
　前記側部支持ボルスタが、角度を成した頂面を含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記本体要素が、前記第１アーム上に配置された第１側部支持ボルスタと、前記第２ア
ーム上に配置された第２側部支持ボルスタと、を含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記本体要素が、前記円弧部上に配置された頚部支持部をさらに含み、前記頚部支持部
は、使用者の頭部が前記円弧部上に配置されているときに、前記使用者の頚部を支持する
ように構成されている、請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記頚部支持部が円弧形状である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記頚部支持部が前記本体要素の幅にわたって延びる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記外カバーが、第１材料で形成された上部部分と、前記第１材料とは異なる第２材料
で形成された下層部と、を含む、請求項１７に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
[1001]　本出願は、２０１４年８月８日に出願された「治療的クッションシステム及び方
法」という名称の米国特許出願第１４／４５５，３８９号の優先権を主張するとともに、
同出願の一部継続出願であり、２０１４年３月３日に出願された「治療的クッションシス
テム及び方法」という名称の米国特許出願第１４／１９５，７４９号、２０１３年２月１
日に出願された「治療的クッションシステム及び方法」という名称の米国特許出願第１３
／７５７，１７２号（現在、米国特許第８，６６１，５８６号）、２０１３年２月１日に
出願された「治療的クッションシステム及び方法」という名称の米国特許出願第１３／７
５７，１２０号、２０１２年２月３日に出願された「治療的クッションシステム」という
名称の米国特許仮出願第６１／５９４，８４０号、２０１２年８月１６日に出願された「
治療的クッションシステム及び方法」という名称の米国特許仮出願第６１／６８３，９３
５号、並びに２０１２年１０月８日に出願された「治療的クッションシステム及び方法」
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という名称の米国特許仮出願第６１／７１０，９１３号に関連する。これら開示はそれぞ
れ、その内容全体を参照によって本明細書に組み込む。
【０００２】
[1002]　本明細書中に記載されるある実施形態は治療的クッションシステム及び方法に関
し、特に、例えば、胃食道逆流症などの種々の病態の治療において使用するための治療的
クッションシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
[1003]　胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）は酸を含む一部消化された胃の内容物が胃から食道に
逆流する、すなわち、異常な逆行状態で流れる疾患を表す医学用語である。食道への胃の
内容物の逆流はＧＥＲＤ患者が睡眠しているときに最も発生し、かつ最大の損傷を生じる
ものであるため、逆流が発生していることに気が付かない。
【０００４】
[1004]　いくつかの公知のシステムでは、軽減のために処方箋又は手術を必要していたで
あろう状態の症状を効果的に管理又は制御するために枕又は他の支持的装置を使用する。
例えば、いくつかの公知の枕のオプションには、首の頚部に集中させた突起物を枕内に有
する高枕（elevated pillow）を含み、これは、心疾患、気腫又は他の呼吸困難を患う個
人に快適性又はより良好な休息状態を提供することを目的とするものである。このような
枕は脊椎の仙骨領域の下に支持を拡張することを可能としないだけでなく、この枕は仰臥
位以外の任意の快適な姿勢を提供しない。
【０００５】
[1005]　いくつかの公知のデバイスには、個人のいびきを最小にするために使用されうる
整形外科枕を含む。このような枕はいびきなどの状態に対処するために使用されうるが、
このような枕はＧＥＲＤなどの状態を治療するために構成されてはいない場合がある。事
実、そのような整形外科枕は、一般に、上昇構成要素（elevation component）を提供す
るのみであり、ＧＥＲＤ患者の症状を緩和するのに所望されうる任意の他の構成要素に対
処し損じている。
【０００６】
[1006]　別の公知のシステムには、気管支肺形成異常症又は他の関連する状態の乳児にし
ばしば見られる頭及び首の過伸展に関連する症状の制御に使用するための、中心部分を有
する本体と、２つの羽部と、を含む、支持枕を含む。別の公知のシステムには、乳児の頭
の水平面全体で支持されていたであろう荷重を分配することによって乳児の姿勢性斜頭症
（positional plagiocephaly）を防止するために使用されうる装置を含む。これらシステ
ムは乳児に利益を与えることができるが、それらの特定の設計及び構造工学は乳児である
枕の使用者に基づく。このような枕はＧＥＲＤに罹患している成人又は青年期の使用者の
利益を提供するものとして開示されていない。
【０００７】
[1007]　上記した公知のシステムのほとんどは、体全体の支持又は体全体との相互作用へ
の対処を考慮することなく乳児及び／又は頭のみの部位に関連する状態に焦点を当ててい
る。他の公知のシステムは、成人（一般的な抱き枕として）又は乳児（着座姿勢の乳児の
支持を補助するため）に適応することを意図した枕を含む。このようなシステムは、しか
しながら、胃又は食道疾患に関する症状を軽減するための枕の使用を企図していない。さ
らに、このような枕は、そのような疾患を制御又は管理するのに特有の必要な特徴に適応
していない可能性がある。別の公知のシステムは、持続的な頸背部痛、呼吸性及び消化性
疾患の緩和を促進するための、大きな、傾斜のある抱き枕を含むが、そのような枕の大き
さは、一般に、通常の個人がベッドで使用する実用的な大きさを超えるものである。
【０００８】
[1008]　従って、上に示した公知の枕システムの欠点に対処することができ、かつ使用者
の実用的な、適応性の高い（accommodating）フィット性を維持する一方でＧＥＲＤ及び
／又は他の病態に関連する症状を管理及び／又は制御するために使用することができる治
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療的クッションシステム及び方法に対する需要がある。
【発明の概要】
【０００９】
[1009]　ＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患及び／又は他の病態に関連する症状の治療的
処置を提供するための装置及び方法を本明細書中に記載する。ある実施形態では、装置は
、基部支持体を含み、基部支持体は、支持要素部と、容器部と、を含む。支持要素部は、
第１端部部分と、第２端部部分と、支持要素の底面に対してある角度で配置された頂面と
、を有する。第２端部部分は第１端部部分を超える高さを有する。支持枕部材は、容器部
の少なくとも一部と、支持要素部の少なくとも一部第２端部部分との間において、基部支
持体に固定的に結合されている。支持枕部材と、支持要素部と、容器部とは、内部領域を
集合的に規定し、内部領域は、使用者の腕の少なくとも一部を中に受容するように構成さ
れた受容部を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
図面の簡単な説明
【図１】一実施形態による治療的クッションシステムの概略図である。
【図２】一実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図３】図２の治療的クッションシステムの側面図である。
【図４】図２の治療的クッションシステムの上昇要素及び支持要素の頂面図である。
【図５】図２の治療的クッションシステムの本体要素の頂面図である。
【図６】図２の治療的クッションシステムの上昇要素及び支持要素の側部斜視図である。
【図７】図２の治療的クッションシステムの支持要素の側面図である。
【図８】図２の治療的クッションシステムの支持要素の前部斜視図である。
【図９】図８の支持要素のクッション部材の側部斜視図である。
【図１０】図２の治療的クッションシステムの上昇要素の前部斜視図である。
【図１１】図１０の上昇要素の一部未組立図（unassembled view）である。
【図１２】図１１の上昇要素の側面図である。
【図１３】図２の治療的クッションシステムの本体要素の頂面図である。
【図１４Ａ】図２の治療的クッションシステムを組み立てる方法を示す。
【図１４Ｂ】図２の治療的クッションシステムを組み立てる方法を示す。
【図１５Ａ】上昇要素の位置を図２の治療的クッションシステムの支持要素に対して調整
する方法を示す。
【図１５Ｂ】上昇要素の位置を図２の治療的クッションシステムの支持要素に対して調整
する方法を示す。
【図１５Ｃ】上昇要素の位置を図２の治療的クッションシステムの支持要素に対して調整
する方法を示す。
【図１６】図２の治療的クッションシステムを使用する方法を示す。
【図１７】図２の治療的クッションシステムを使用する方法を示す。
【図１８】図２の治療的クッションシステムを使用する方法を示す。
【図１９】図２の治療的クッションシステムを使用する方法を示す。
【図２０】本体要素を異なる構成において示す図２の治療的クッションシステムの斜視図
である。
【図２１】本体要素を異なる構成において示す図２の治療的クッションシステムの斜視図
である。
【図２２】治療的クッションシステムの使用のための別の向きを示す図２の治療的クッシ
ョンシステムの斜視図である。
【図２３】治療的クッションシステムの使用のための別の向きを示す図２の治療的クッシ
ョンシステムの斜視図である。
【図２４Ａ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
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【図２４Ｂ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｃ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｄ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｅ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｆ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｇ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｈ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｉ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２４Ｊ】本体要素が異なる構成であり、使用者が異なる姿勢である、使用者によって
使用されている図２の治療的クッションシステムを示す。
【図２５】別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図２６】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図２７】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図２８】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図２９】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ａ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｂ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｃ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｄ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｅ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｆ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｇ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｈ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３０Ｉ】本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３１Ａ】異なる充填材区分オプションを含む本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３１Ｂ】異なる充填材区分オプションを含む本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３１Ｃ】異なる充填材区分オプションを含む本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３１Ｄ】異なる充填材区分オプションを含む本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３１Ｅ】異なる充填材区分オプションを含む本体要素の異なる実施形態を示す。
【図３２Ａ】第１構成において示される別の実施形態による治療的クッションシステムの
頂面図である。
【図３２Ｂ】第２構成において示される図３２Ａの治療的クッションシステムの頂面図で
ある。
【図３３】図３２Ａ及び図３２Ｂの治療的クッションシステムの側面図である。
【図３４】ベッド上において示される図３２Ａ及び図３２Ｂの治療的クッションシステム
の斜視図である。
【図３５】治療的クッションシステムに配置された使用者を示す図３２Ａ及び図３２Ｂの
治療的クッションシステムの斜視図である。
【図３６】任意の枕を備えた別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図であ
る。
【図３７】図３６の治療的クッションシステムの側面図である。
【図３８】図３７の線Ａ－Ａに沿って切った端面図である。
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【図３９】側部支持部材が支持要素の両側に示される図３７の治療的クッションシステム
の頂面図である。
【図４０】図３６の治療的クッションシステムの側部支持部材の断面図である。
【図４１】任意の本体要素を備えた図３６の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図４２Ａ】側部支持部材の別の実施形態の断面図を示す。
【図４２Ｂ】側部支持部材の別の実施形態の断面図を示す。
【図４２Ｃ】側部支持部材の別の実施形態の断面図を示す。
【図４２Ｄ】側部支持部材の別の実施形態の断面図を示す。
【図４３】任意の枕を備えた別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図であ
る。
【図４４】図４３の治療的クッションシステムの側面図である。
【図４５】図４４の線Ｂ－Ｂに沿って切った端面図である。
【図４６】支持要素の両側に配置された側部支持部材が示される図４３の治療的クッショ
ンシステムの頂面図である。
【図４７】任意の本体要素を備えた図４３の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図４８】別の実施形態による治療的クッションシステムの側面図である。
【図４９】図４８の線Ｃ－Ｃに沿って切った、図６１の治療的クッションシステムの端面
図である。
【図５０】図４８の治療的クッションシステムのスリング部材の頂面図である。
【図５１】任意の本体要素を備えた図４８の治療的クッションシステムのスリング部材の
頂面図である。
【図５２】図４８の治療的クッションシステムのフレーム及びパッド部材の頂面図である
。
【図５３】ベッド長型を示す図４８の治療的クッションシステムの側面図である。
【図５４】胴体長型を示す図４８の治療的クッションシステムの側面図である。
【図５５】別の実施形態による治療的クッションシステムの側面図である。
【図５６】別の実施形態による治療的クッションシステムの側面図である。
【図５７】別の実施形態による治療的クッションシステムの側面図である。
【図５８】図５７の治療的クッションシステムの側部分解図である。
【図５９】別の実施形態による治療的クッションシステムの側面図である。
【図６０】図５９の治療的クッションシステムの側部分解図である。
【図６１】一実施形態による支持要素の頂面図である。
【図６２】上昇要素の一部の近傍において示される図６１の支持要素の側面図である。
【図６３】図６１の線Ｅ－Ｅに沿って切った図６１の支持要素の前端面図である。
【図６４】図６１の線Ｄ－Ｄに沿って切った図６１の支持要素の足側端面図（foot end v
iew）である。
【図６５】別の実施形態による支持要素の側面図である。
【図６６】別の実施形態による支持要素の側面図である。
【図６７】別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図６８】図６７の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図６９】図６８の線Ｆ－Ｆに沿って切った図６７の治療的クッションシステムの端面図
である。
【図７０】図６７の治療的クッションシステムの側面図である。
【図７１】別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図７２】図７１の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図７３】図７２の線Ｇ－Ｇに沿って切った図７１の治療的クッションシステムの端面図
である。
【図７４】図７１の治療的クッションシステムの側面図である。
【図７５】別の実施形態による治療的クッションシステムの頂面図である。
【図７６】一実施形態による非滑り特徴部を含む支持要素の頂面図である。
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【図７７】別の実施形態による非滑り特徴部を含む支持要素の側部斜視図である。
【図７８Ａ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７８Ｂ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７８Ｃ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７８Ｄ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７８Ｅ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７８Ｆ】非滑り特徴部を含む支持要素の異なる実施形態の頂面図である。
【図７９】別の実施形態による治療的クッションシステムの側部斜視図である。
【図８０】図７９の治療的クッションシステムの側部拡張要素の側部斜視図である。
【図８１】別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図８２】図８１の治療的クッションシステムの側面図である。
【図８３】図８１の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図８４】図８１の治療的クッションシステムの底面図である。
【図８５】図８１の治療的クッションシステムの前端面図である。
【図８６】図８１の治療的クッションシステムの後端面図である。
【図８７】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの側面図である。
【図８８】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの前端面図である。
【図８９】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの後端面図である。
【図９０】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図９１】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの底面図である。
【図９２】基部支持体の内部領域を図示するために透明で示される図８１の治療的クッシ
ョンシステムの基部支持体の一部の斜視図である。
【図９３】本体要素を取り外した図８１の治療的クッションシステムの一部の頂面図であ
る。
【図９４】図８１の治療的クッションシステムの分解図である。
【図９５】図８１の治療的クッションシステムの部分分解図である。
【図９６】別の実施形態による治療的クッションシステムの斜視図である。
【図９７】図９６の治療的クッションシステムの頂面図である。
【図９８】図９６の治療的クッションシステムの側面図である。
【図９９】図９６の治療的クッションシステムの底面図である。
【図１００】図９６の治療的クッションシステムの前端面図である。
【図１０１】図９６の治療的クッションシステムの後端面図である。
【図１０２】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の前部斜視図である。
【図１０３】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の底部斜視図である。
【図１０４】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の後端面図である。
【図１０５】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の側面図である。
【図１０６】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の頂面図である。
【図１０７】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の底面図である。
【図１０８】図９６の治療的クッションシステムの基部支持体の後部斜視図である。
【図１０９】図９６の治療的クッションシステムの本体要素の頂面図である。
【図１１０】図９６の治療的クッションシステムの本体要素の前端面図である。
【図１１１】図９６の治療的クッションシステムの本体要素の側面図である。
【図１１２】図９６の治療的クッションシステム上に配置された使用者を示す部分側面図
である。
【図１１３】図９６の治療的クッションシステム上に配置された使用者を示す斜視図であ
る。
【図１１４】別の実施形態による本体要素の頂面図である。
【図１１５】図１１４の本体要素の前端面図である。
【図１１６】図１１４の本体要素の側面図である。
【図１１７】図１１４の本体要素の側面図である。
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【図１１８】別の実施形態による本体要素の頂面図である。
【図１１９】図１１８の本体要素の前端面図である。
【図１２０】図１１８の本体要素の側面図である。
【図１２１】基部支持体が支持面上に配置された状態で示される、図１０２の基部支持体
及び図１１４の本体要素の分解斜視図である。
【図１２２】基部支持体が支持面上に配置された状態で示される、図１０２の基部支持体
及び図１１４の本体要素の斜視図である。
【図１２３】図１０２の基部支持体上に配置され、図１１４の本体要素を使用する使用者
を示す側面図である。
【図１２４】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第１例の研究結果を示す棒
グラフである。
【図１２５】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第１例の研究結果を示す棒
グラフである。
【図１２６】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第２例の研究結果を示す棒
グラフである。
【図１２７】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第２例の研究結果を示す棒
グラフである。
【図１２８】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第２例の研究結果を示す棒
グラフである。
【図１２９】治療的クッションシステムの使用効果を評価した第２例の研究結果を示す棒
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
[1114]　ＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患及び／又は他の病態に関連する症状又は不快
の治療的処置を提供するための装置及び方法が本明細書中に記載される。ある実施形態で
は、本明細書中に記載される治療的クッションシステムは、使用者が実質的に平坦若しく
は傾斜右側側臥位（ＲＬＤ）姿勢、又は実質的に平坦若しくは傾斜左側側臥位（ＬＬＤ）
姿勢で長時間快適に睡眠することを可能にすることができる。傾斜ＲＬＤ姿勢又は傾斜Ｌ
ＬＤ姿勢においては、治療的クッションシステムは胃食道逆流を最小にする又は排除する
ように機能することができる。例えば、傾斜ＲＬＤ姿勢は胃を空にして十二指腸に送るこ
とを促進することができ、傾斜ＬＬＤ姿勢は逆流症状発現の減少を促進することができる
。
【００１２】
[1115]　ある実施形態では、装置は、基部支持体を含み、基部支持体は、支持要素部と、
容器部と、を含む。支持要素部は、第１端部部分と、第２端部部分と、支持要素の底面に
対してある角度で配置された頂面と、を有する。第２端部部分は第１端部部分を超える高
さを有する。支持枕部材は、容器部の少なくとも一部と、支持要素部の少なくとも一部第
２端部部分との間において、基部支持体に固定的に結合されている。支持枕部材と、支持
要素部と、容器部とは、内部領域を集合的に規定し、内部領域は、使用者の腕の少なくと
も一部を中に受容するように構成された受容部を含む。
【００１３】
[1116]　ある実施形態では、装置は、支持要素部と容器部とを含む基部支持体を含む。支
持要素部は、第１端部部分と、第２端部部分と、底面に対してある角度で配置された頂面
と、を有する。支持要素部の第２端部部分は、支持要素部の第１端部部分の高さを超える
高さを有する。発泡材料によって形成された支持枕部材が容器部に結合されている。支持
枕部材と、支持要素部と、容器部とは、使用者の腕の少なくとも一部を中に受容するよう
に構成された受容部を含む内部領域を集合的に規定する。
【００１４】
[1117]　ある実施形態では、装置は、外カバー内に配置された発泡挿入部材を含む本体要
素を含む。本体要素は、円弧部と、円弧部からそれぞれ延びる第１アームと、第２アーム
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と、を含む。本体要素は、第１アーム又は第２アームの少なくとも１つに配置されており
、使用者を側位に維持するように構成されている側部支持ボルスタをさらに含む。ある実
施形態では、本体要素は、使用者の頭部が円弧部上に配置されているときに使用者の頚部
を支持することができる頚部支持部を含む。
【００１５】
[1118]　ある実施形態では、装置は、支持基部と、支持枕部材と、を含む。支持基部は、
支持要素部と、容器部と、を含む。支持要素部は、第１端部部分と、第２端部部分と、支
持要素の底面に対してある角度で配置された頂面と、を有する。第２端部部分は第１端部
部分を超える高さを有する。支持要素部と上昇要素部とは、内部領域を集合的に規定する
。支持枕部材は、内部領域内に配置可能である。支持枕部材と、支持要素部と、容器部と
は、使用者の腕の少なくとも一部を中に受容するように構成された受容部を集合的に規定
する。
【００１６】
[1119]　ある実施形態では、治療的クッションシステムを使用する方法は、上昇要素及び
支持要素が上昇要素と支持要素との間に受容部を集合的に規定するように、クッションシ
ステムの上昇要素をクッションシステムの支持要素に結合するステップを含みうる。支持
要素は、底面に対して特定の角度で配置された頂面を含む。本体要素は支持要素の一部又
は上昇要素の一部の少なくとも１つにおける配置のために提供されうる。本体要素は、円
弧部によって連結された第１アーム及び第２アームを有する。支持要素と、上昇要素と、
本体要素と、は傾斜側位の使用者を支持するように集合的に構成されており、使用者の腕
は受容部内に配置可能である。
【００１７】
[1120]　ある実施形態では、装置は、第１端部部分と、第２端部部分と、底面に対して特
定の角度で配置された頂面と、を有する支持要素を含む。第２端部部分は第１端部部分の
高さを超える高さを有する。上昇要素は、本体要素の第１部分が上昇要素の側部部分から
延在し、かつ本体要素の第２部分が第１部分に対して実質的に垂直に配置される第１位置
と、本体要素の第１部分が上昇要素の上に配置される第２位置との間において本体要素が
動作されうるように本体要素に結合されている。上昇要素が本体要素の第２端部部分の近
傍に配置されると、本体要素の第２部分は少なくとも部分的に支持部に配置されるように
構成されている。
【００１８】
[1121]　ある実施形態では、胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）に関連する症状を処置する方法は
、使用者の幽門括約筋が使用者の食道括約筋の高さよりも低い高さに配置されるように傾
斜右側側臥位（ＲＬＤ）姿勢又は傾斜左側側臥位（ＬＬＤ）姿勢で使用者が治療的クッシ
ョンシステムに配置されるように、使用者の体を治療的クッションシステムに配置するス
テップを含みうる。例えば、使用者は、６度乃至３０度の傾斜頂面を有する治療的クッシ
ョンシステムの支持要素（又は本明細書中に記載される基部支持体）上に配置されうる。
このような実施形態においては、使用者は、例えば、支持要素の密度及び／若しくはたわ
み特性並びに／又は使用者の体重などの要素に応じて、約５乃至２０度の角度で支持要素
（又は基部支持体）上に配置されうる。使用者の右腕又は左腕は、治療的クッションシス
テムの支持要素と上昇要素との間に規定された、治療的クッションシステムの受容部内に
配置されうる。治療的クッションシステムの使用者は、ＧＥＲＤに関連する症状を処置す
るのに十分な時間、傾斜ＲＬＤ姿勢又はＬＬＤ姿勢に維持されうる。ある実施形態では、
この時間は少なくとも１時間である。ある実施形態では、この時間は６時間である。ある
実施形態では、維持には、治療的クッションシステムの本体要素を、治療的クッションシ
ステムの上昇要素又は支持要素の少なくとも１つの近傍に位置決めすることを含む。ある
実施形態では、維持には、治療的クッションシステムの本体要素を、治療的クッションシ
ステムの基部支持体の近傍に位置決めすることを含む。
【００１９】
[1122]　ある実施形態では、装置は、支持要素部及び上昇要素部を含むクッションシステ
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ムを含む。支持要素部は、第１端部部分と、第２端部部分と、底面に対して特定の角度で
配置された頂面と、を有する。第２端部部分は第１端部部分の高さを超える高さを有する
。支持要素部及び上昇要素部は、使用者の腕を中に受容するように構成されている受容部
を集合的に規定し、側部支持部材は支持要素の頂面部の一部に配置されるように構成され
ている。側部支持部材は使用者をクッションシステム上において側位に維持するように構
成されている。
【００２０】
[1123]　ある実施形態では、装置は、フレーム部材と、フレーム部材に結合されたスリン
グ部材と、を含む。スリング部材はスリング部材の第１部分と第２部分との間に開口部を
規定する。スリング部材の第１部分は使用者の頭を支持するように構成されており、スリ
ング部材の第２部分は第１部分に対して約６乃至約３０度の角度で配置されている。開口
部は使用者の腕の少なくとも一部をその中に受容するように構成されている。パッド部材
が開口部の下に配置されており、使用者の腕が開口部内に配置されるとその少なくとも一
部を支持するように構成されている。装置は、支持面において支持されるように構成され
ており、傾斜側位の使用者を支持する。
【００２１】
[1124]　ある実施形態では、装置は、円弧部を含む第１端部部分と、円弧部から離れる方
にそれぞれ延在する第１アーム及び第２アームと、を有する本体要素を含む。本体要素は
使用者を側位に維持するように構成されている。本体要素は、外部スリーブ部材と、枕挿
入物と、を含む。外部スリーブ部材は外縁部部分に沿う縫い目を含み、内縁部部分に沿う
縫い目を含まない。
【００２２】
[1125]　ある実施形態では、装置は、第１端部部分と、第１端部部分の高さを超える高さ
を有する第２端部部分と、を含む支持要素を含む。支持要素は、また、底面に対して特定
の角度で配置された頂面と、クッション部と、支持要素の堅さ及び／又は高さを調節可能
に変更するように構成されている膨張式チャンバと、を含む。装置は上昇要素をさらに含
む。上昇要素及び支持要素は使用者の腕を受容するように構成された受容部を集合的に規
定する。
【００２３】
[1126]　ある実施形態では、キットは複数の支持要素及び複数の上昇要素を含むクッショ
ンシステムを含む。複数の支持要素の各支持要素は、第１端部部分と、第２端部部分と、
底面に対して特定の角度で配置された頂面と、を含む。複数の支持要素の各支持要素はク
ッションシステムの支持部の厚さ又は堅さの少なくとも１つを変更するために別の支持要
素の上に選択的に積み重ね可能である。複数の上昇要素の各上昇要素はクッションシステ
ムの上昇部の厚さ又は堅さの少なくとも１つを変更するために別の上昇要素の上に選択的
に積み重ね可能である。上昇部及び支持部は傾斜側位の使用者を支持するように集合的に
構成されており、使用者の腕は支持部と上昇部との間に規定された受容部内に配置されて
いる。
【００２４】
[1127]　ある実施形態では、キットは複数の積み重ね可能な要素を含むクッションシステ
ムを含む。複数の積み重ね可能な要素の各積み重ね可能な要素は支持要素と上昇要素とを
含む。各支持要素は、第１端部部分と、第２端部部分と、底面に対して特定の角度で配置
された頂面と、を含む。複数の積み重ね可能な要素の少なくとも１つの積み重ね可能な要
素は支持要素と上昇要素との間に規定された開口部を含む。複数の積み重ね可能な要素の
各積み重ね可能な要素はクッションシステムの厚さ又は堅さの少なくとも１つを変更する
ために別の積み重ね可能な要素の上に選択的に積み重ね可能である。
【００２５】
[1128]　ある実施形態では、装置は支持要素と上昇要素とを含む。支持要素は、第１端部
部分と、第２端部部分と、底面に対して特定の角度で配置された頂面と、を有する。第２
端部部分は第１端部部分の高さを超える高さを有する。頂面は底面に対して約６度乃至約
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３０度の角度で配置されている。上昇要素は上昇要素を支持要素の第２端部部分の近傍に
調節可能に結合するように構成されているストラップを含む。
【００２６】
[1129]　図１は、一実施形態による治療的クッションシステムの概略図である。治療的ク
ッションシステム（本明細書中においては「クッションシステム」とも称される）１００
は、支持要素１２０（本明細書中においては「くさび支持部」又は「くさび要素」とも称
される）と、上昇要素１２２と、本体要素１２４（本明細書中においては「抱き枕」とも
称される）と、を含む。上述のように、クッションシステム１００は例えば、ＧＥＲＤ及
び／又は他の消化性疾患及び／又は他の病態に関連する症状の処置のために使用されうる
。例えば、クッションシステム１００は、使用者が、胃を空にして十二指腸に送ることを
促進する一方で胃食道逆流を最小にする又は排除することができる傾斜右側側臥位（ＲＬ
Ｄ）姿勢（以下にさらに詳細に記載されるように）又は逆流症状発現の減少を促進しうる
傾斜左側側臥位（ＬＬＤ）姿勢で長時間睡眠することを可能にすることができる。
【００２７】
[1130]　換言すると、支持要素１２０は、支持要素１２０の尾側端部部分（本明細書中に
おいては「第１端部部分」とも呼ばれる）から（例えば、使用者の頭に最も近い）支持要
素１２０の頭側端部部分（本明細書中においては「第２端部部分」とも呼ばれる）まで変
化する高さ寸法を有しうるものであり、最大高さ寸法は、例えば、支持要素１２０の頭側
端部部分にある。特定の実施形態を参照して以下にさらに詳細に記載するように、支持要
素１２０は、支持要素１２０の頂面の、例えば、頭側端部又はその近辺に配置された凹状
又は陥没部（図１に不図示）を含みうる。凹状部は、例えば、使用者がクッションシステ
ム１００に側臥位姿勢で横になっている際に使用者の下側腋窩の圧を解放するために使用
されうる。
【００２８】
[1131]　支持要素１２０は、また、使用時、使用者が支持要素１２０において側臥位姿勢
を快適に維持するための適切な胴体角度を容易にすることができる形状を有しうる。例え
ば、支持要素１２０は、長時間側臥位姿勢で横になっている使用者の快適性を下側の肩又
は腕の不快な圧又は痛みなく増加するのを補助することができる湾曲した外側部分を含み
うる。ある実施形態では、支持要素１２０は、支持要素１２０の頭側端部に、クッション
システム１００の使用時、さらなる人間工学的腕及び肘配置に適応しうる傾斜かど（beve
led corner）を含みうる。
【００２９】
[1132]　支持要素１２０は種々の異なる長さ、幅及び／又は厚さとされうる。例えば、あ
る実施形態では、支持要素１２０は、使用時、使用者の脚が支持要素１２０から少なくと
も部分的に離れて延びるように一般的なサイズのベッドよりも短い長さを有しうる。その
ような支持要素１２０は胴体長を有すると称されうる。ある実施形態では、支持要素１２
０は一般的なベッドの長さとすることができ、本明細書中においてはベッド長を有すると
称されうる。ある実施形態では、支持要素１２０は互いに積み重ねることができる複数の
部分を含みうる。
【００３０】
[1133]　支持要素１２０は、外部ケーシング１２１と、外部ケーシング１２１内に配置さ
れうるクッション部材１２３と、を含みうる。支持要素１２０の外部ケーシング１２１は
１つ又は複数の材料によって形成されうる。例えば、ある実施形態では、外部ケーシング
１２１は、クッションシステム１００の使用時に使用者が接する、第１材料によって形成
された上部部分と、使用時に支持要素１２０が配置される支持面（例えば、ベッドの頂面
）に接する、第２材料によって形成された底部部分と、を含みうる。外部ケーシング１２
１の上部部分（例えば、頂面）は、例えば、綿／スパンテックス、ナイロン／スパンテッ
クス、ポリエステル／スパンテックス、又は綿、ナイロン又はポリエステルの任意のブレ
ンドをスパンテックス又はエラスタンと組み合わせたブレンドなどの、例えば、高適合性
の４方向伸展材料（four-way stretch material）によって形成されうるものであり、底
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部部分は耐久性を付与するため、綿、ポリエステル又はナイロンの任意の組み合わせを使
用して作製された、例えば、ポプリン、帆布、ギャバジン又はツイルなどのより頑丈な材
料によって形成されうる。
【００３１】
[1134]　支持要素１２０の外部ケーシング１２１はクッション部材１２３が挿入されうる
開口部を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップ、フラップ、フック
及びループファスナーなどの締結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適
切な結合方法を含みうる。クッション部材１２３は、例えば、ポリウレタン若しくはゴム
ラテックス、又は粘弾性ポリウレタン（例えば、形状記憶フォーム（memory foam）など
の１つ又は複数の発泡材料によって形成されうる。ある実施形態では、クッション部材１
２３はそれぞれが異なる密度及び／又は異なる撓み特性を有する複数の異なる発泡材料を
含みうる。別の実施形態においては、クッション部材１２３は１つ又は複数の膨張式チャ
ンバを含みうる。また別の実施形態においては、クッション部材１２３は、内部ケーシン
グ内に配置された、ポリエステル材料などの充填材材料を含みうる。ある実施形態では、
支持要素１２０は複数のクッション部材１２３を含みうる。例えば、複数のクッション部
材１２３は外部ケーシング１２１内において互いに積み重ねることができる。
【００３２】
[1135]　上昇要素１２２は支持要素１２０に脱着可能に結合されうる。例えば、上昇要素
１２２は、支持要素１２０の第２端部部分（すなわち頭側端部部分）の近辺又は近傍にお
いて支持要素１２０に結合されうるものであり、使用者の首及び頭を支持するために使用
されうる。上昇要素１２２は、支持要素１２０に多様な異なる結合方法によって結合され
うる。例えば、ある実施形態では、上昇要素１２２は、支持要素１２０の側方側縁部に沿
って支持要素１２０に結合されうる、上昇要素１２２の側方側縁部に沿うストラップを含
みうる。ストラップは、支持要素１２０に配置された相手結合部に結合されうる結合部を
含みうる。例えば、支持要素１２０にある結合部はボタンとすることができ、上昇要素１
２２にある結合部はボタンに結合されるように構成された穴又は開口部とすることができ
る。別の実施形態においては、他の種類の結合部が含まれうる。例えば、上昇要素１２２
は、フック及びループファスナー、スナップ、糸又は繋ぎ材、ジッパー又は任意の他の適
切な結合方法によって支持要素１２０に結合されうる。さらに別の実施形態においては、
ストラップは支持要素１２０に設けることができ、かつ上昇要素１２２に結合させること
ができる。さらに別の実施形態においては、支持要素１２０及び上昇要素１２２は単一の
均一な構成要素として形成されうるか、単一の均一な構成要素内に組み込まれうる。
【００３３】
[1136]　ある実施形態では、ストラップは、上昇要素１２２と支持要素１２０とが調節可
能に互いに結合されうるように複数の結合部を含みうる。例えば、（上記した）上昇要素
１２２にあるストラップは、支持要素１２０上のボタンに選択的に結合させることができ
る、ストラップの長さに沿って異なる位置に配置された複数の開口部を含みうる。別の実
施形態においては、支持要素はストラップにある結合部を選択的に結合させることができ
る複数の結合部を含みうる。支持要素１２０に対する上昇要素１２２の位置の調整性は、
上昇要素１２２において支持されている際に使用者が使用者の頭及び／又は首の角度を調
節することを可能にする。加えて、支持要素１２０に対する上昇要素１２２の調整性は、
例えば、上昇要素１２２において支持されている際に使用者の頭の高さを変える又はそれ
に作用するために上昇要素１２２を圧縮することができる。従って、使用者は、上昇要素
１２２の所望の位置及び／又は圧縮を実現するために及び／又は異なるサイズの腕を有す
る使用者に適応するために上昇要素１２２を配置することができる。
【００３４】
[1137]　ある実施形態では、上昇要素１２２は、支持要素の第２端部部分１２０と上昇要
素１２２の端部部分との間に受容部が形成されるように支持要素１２０に結合されうる。
受容部は、使用者が使用者の腕の少なくとも一部を挿入することができる、例えば、支持
要素１２０と上昇要素１２２との間の開口部、空隙、空洞、ポケット、空間又は間隙等と
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されうる。使用者が腕を挿入すると受容部のサイズが変化しうるように受容部はクッショ
ンシステム１００の可撓性又は適合性部分によって規定されうる。例えば、ある実施形態
では、使用者が受容部に腕を挿入する際に使用者が支持要素１２０の一部及び／又は上昇
要素１２２の一部を動かす又は曲げるように、支持要素１２０の一部は上昇要素１２２の
一部に接触しうる。
【００３５】
[1138]　クッションシステム１００の使用時、側位で横になっているとき、使用者は、下
側の肩及び腕を受容部内に配置することができる。支持要素１２０と上昇要素１２２との
間の受容部内に使用者の腕を挿入すると、また、使用者が支持要素１２０の角度を成す頂
面上において下方に滑る傾向を軽減することができるとともに、クッションシステム１０
０の使用時、使用者を側臥位又は側位において安定させることができる。使用者の腕及び
肩の位置は使用者の下側腋窩が支持要素１２０の凹状部内に載るように支持要素１２０と
上昇要素１２２との間の受容部内において調整することができる。
【００３６】
[1139]　上昇要素１２２は外部ケーシング１２７内に配置されうる枕挿入物１２５を含み
うる。外部ケーシング１２７は枕挿入物１２５が挿入されうる開口部を含むことができ、
例えば、ジッパー、ボタン、スナップ、フラップ、フック及びループファスナーなどの締
結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる。外部
ケーシング１２７は支持要素１２０に関して上記した外部ケーシング１２１と同じ又は類
似の材料によって形成されうる。例えば、外部ケーシング１２７は、４方向伸展材料によ
って形成された第１部分と、支持要素１２０に関して記載したようなより頑丈な材料によ
って形成された第２部分と、を含みうる。枕挿入物１２５は、中に充填材材料（図１に不
図示）を含みうる内部ケーシング（図１に不図示）を含みうる。充填材材料は、例えば、
ポリエステル繊維、束状ポリエステル繊維（clustered polyester fiber）、合成繊維製
のダウン代替品、ポリスチレンビーズ／ペレット、裁断された発泡樹脂製品、又はダウン
フェザーの任意の組み合わせなどの、例えば、束状ポリエステル繊維材料とされうる。枕
挿入物１２５の内部ケーシングは、また、外部ケーシング１２７に関して上記した４方向
伸展材料によって形成されうる。枕挿入物１２５の内部ケーシングは、また、充填材材料
が挿入されうる開口部を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップなど
の締結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる。
別の実施形態においては、内部ケーシングはそのような開口部を含まなくてもよい。例え
ば、充填材材料が内部ケーシング内に挿入された後、内部ケーシングは、例えば、縫い目
によって閉じることができる。
【００３７】
[1140]　上記した上昇要素１２２の外部ケーシング１２７の４方向伸展材料は、４方向伸
展材料によって形成され、かつ束状ポリエステル繊維充填材材料を有する内部ケーシング
を有する枕挿入物１２５とともに、上昇要素１２２を展性があるものとし、かつ形状保持
性があるものとすることができる。例えば、そのような実施形態においては、使用者はそ
の使用者の要求及び好みのため上昇要素１２２を所望の厚さ及び／又は形状に適合させる
ことができる。例えば、使用者は、上昇要素１２２を、空洞を形成するため、又はそうで
なければ使用者の顔、耳、腕等に合わせる又は適合させるために適合又は調節することが
できる。適合された形状は、長時間及び／又は使用者が枕挿入物１２５の充填材材料を、
例えば、上昇要素１２２を振るか膨らませることによって分散させるまで保持されうる。
【００３８】
[1141]　本体要素１２４はスリーブ部材１３１内に配置されうる枕挿入物１２９を含みう
る。スリーブ部材１３１は枕挿入物１２９が挿入されうる開口部を含むことができ、かつ
例えば、ジッパー、ボタン、スナップなどの締結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じ
るための他の適切な結合方法を含みうる。枕挿入物１２９は上昇要素１２２に関して上記
した枕挿入物１２５と同じか類似するように形成されうる。例えば、枕挿入物１２９は充
填材材料（図１に不図示）を含む内部ケーシング（図１に不図示）を含みうる。充填材材
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料は、例えば、上昇要素１２２に関して上記した材料などの、例えば、束状ポリエステル
繊維材料とされうる。本体要素１２４の内部ケーシングは、例えば、上昇要素１２２の内
部ケーシングに関して上記した４方向伸展材料によって形成されうる。スリーブ部材１３
１は、例えば、上昇要素１２２及び支持要素１２０に関して上記した４方向伸展材料によ
って形成されうるか、例えば、ジャージ又はインタロック（interlock）などの２方向伸
展材料（two-way stretch material）で構成されうる。従って、上昇要素１２２に関して
上記したように、本体要素１２４は、また、所望の形状及び／又は厚さに合うように操作
、適合、調節、分散等をされうる。枕挿入物１２９の内部ケーシングは、また、充填材材
料が挿入されうる開口部を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップな
どの締結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる
。別の実施形態においては、内部ケーシングはそのような開口部を含まなくてもよい。例
えば、充填材材料が内部ケーシング内に挿入された後、内部ケーシングは、例えば、縫い
目によって閉じることができる。
【００３９】
[1142]　本体要素１２４は種々の異なる形状を有することができ、かつ種々の異なるサイ
ズとされうる。例えば、ある実施形態では、本体要素１２４は本体要素１２４の第１アー
ムと第２アームとを連結する円弧部を頭側端部に含みうる。ある実施形態では、円弧部は
、例えば、ほぼ１８０度の湾曲を有しうる。他の実施形態においては、円弧部は、例えば
、約３０度乃至１８０度の異なる湾曲を有しうる。ある実施形態では、第１アームと第２
アームは円弧部から離れる方に互いに平行して延在しうる。ある実施形態では、本体要素
１２４の第１アームは本体要素１２４の第２アームの長さの約半分の長さを有しうる。あ
る実施形態では、第１アームは第２アームとほぼ同じ長さとされうる。
【００４０】
[1143]　以下にさらに詳細に記載されるように、本体要素１２４は支持要素１２０及び／
又は上昇要素１２２における使用のために種々の異なる形状及び構成に再構成可能とする
ことができる。任意選択的に、ある実施形態では、本体要素１２４は支持要素１２０及び
上昇要素１２２から独立して使用されうる。ある実施形態では、本体要素１２４及び上昇
要素１２２は単一構成要素に一体的に形成されうるか、単一構成要素内に組み込まれうる
。そのような実施形態においては、本体要素１２４は、本体要素１２４が折り曲げられて
いない第１位置から、及び本体要素１２４が折り曲げられ、本体要素１２４の一部が上昇
要素１２２の一部に配置されるような第２構成動作されうる。ある実施形態では、本体要
素１２４が折り曲げ構成と非折り曲げ構成との間において動作されうるように本体要素１
２４と上昇要素１２２は可撓性ヒンジによって結合されうる。ある実施形態では、可撓性
ヒンジは、例えば、布帛材料によって形成されうる。
【００４１】
[1144]　本体要素１２４のスリーブ部材１３１は枕挿入物１２９がスリーブ部材１３１の
一端に規定された開口部を通じて中に挿入されうるように筒状形状に形成されうる。本体
要素１２４が、使用時に通常、使用者がスリーブ部材１３１に接触するスリーブ部材１３
１の内縁部部分に沿う縫い目を含まないものとなりうるようにスリーブ部材１３１は単一
の外縁部に沿う縫い目を含みうる。そのような内部縫い目を有する多くの公知の抱き枕は
張力が印加されるとぴんと張ることになりがちな場合があり、その結果、使用者の不自然
かつ場合によっては痛みを伴うフィット性となるため、そのような実施形態は使用者の快
適性の向上を提供することができる。加えて、外縁部部分に沿う縫い目では、スリーブ部
材１３１は、使用時、本体要素１２４の歪みを除去又は低減することができ、これにより
、さらに、向上した感触及び快適性を使用者に提供することができる。ある実施形態では
、例えば、図２６～図２８を参照して記載されるように、本体要素１２４の、本体要素１
２４のさらなる目標とする領域に縫い目が含まれうる。本体要素１２４の枕挿入物１２９
の内部ケーシングは、また、スリーブ部材１３１と同じ又は類似の手法で筒状形状に構成
されうる。例えば、枕挿入物１２９の内部ケーシングは内部ケーシングの外縁部に沿う縫
い目を含むことができ、かつ内縁部に沿う縫い目を含まないものとなりうる。
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【００４２】
[1145]　上述のように、使用者は、使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、特定の
身体部分及び／又は部位を収容するための空洞又は隆起を形成するために本体要素１２４
及び／又は上昇要素１２２内の束状ポリエステル繊維充填材材料を操作、適合、分散等を
させることができる。使用者によって形成された形状及び／又は空洞は長時間及び／又は
、例えば、上昇要素１２２及び／又は本体要素１２４を振ることによって使用者が上昇要
素１２２及び／又は本体要素１２４の充填材材料を分散させるまで保持されうる。４方向
伸展材料と束状ポリエステル充填材材料の組み合わせは、充填材材料の再分配を本体要素
１２４及び／又は上昇要素１２２の全体にわたり均一な状態で可能にすることができる。
本体要素１２４及び／又は上昇要素１２２の再構成可能な充填材材料は、また、いくつか
の公知のクッションシステムにおいてそれらの非柔軟な詰め物及び非伸展性材料のために
起こりうる充填材材料の望ましくない、不可逆的な移動を最小にすることができる。加え
て、本体要素１２４及び／又は上昇要素１２２の束状ポリエステル繊維充填材材料は充填
材材料の凝集を引き起こすことなく機械洗浄及び乾燥されうる。充填材材料と上昇要素１
２２の枕挿入物１２５の４方向伸展外部ケーシング１２７及び内部ケーシング、並びにス
リーブ部材１３１と本体要素１２４の枕挿入物１２９の内部ケーシングの組み合わせは、
充填材材料の、実質的にその元の状態への洗濯後の再分配を提供する。
【００４３】
[1146]　ある実施形態では、クッションシステム１００は、本体要素１２４の代替として
使用されうる側部支持部材又は部分（図１に不図示）を含みうる。ある実施形態では、上
昇要素１２２と支持要素１２０は単一構成要素として形成されており、使用時に使用者の
腕が配置されうる受容部（例えば、空間又は開口部）を規定する。ある実施形態では、ク
ッションシステム１００は、例えば、医療施設において使用されるベッドなどの調節可能
なベッドにおいて実施されうる。ある実施形態では、クッションシステム１００はスリン
グ型支持要素及び上昇要素によって実施されうる。例えば、そのような実施形態において
は、スリング型支持要素及び上昇要素はフレーム部材に結合されたスリング部を含みうる
。いくつかのそのような実施形態においては、支持脚又は足及び／又は又はキャスタなど
の車輪がフレーム部材に結合されうる。ある実施形態では、クッションシステム１００は
使用者がクッションシステム１００の高さ及び／又は堅さを調節することを可能にするこ
とができる１つ又は複数の膨張式チャンバを含みうる。
【００４４】
[1147]　ある実施形態では、クッションシステム１００は積み重ね可能な要素を含みうる
。例えば、ある実施形態では、支持要素１２０は、それぞれがクッション部材及び外部ケ
ーシングを有する複数の別個の積み重ね可能な支持部と、それぞれがクッション部材又は
外部ケーシング内の枕挿入物を有する複数の積み重ね可能な上昇要素１２２と、を含みう
る。ある実施形態では、クッションシステム１００は、それぞれが、単一構成要素として
形成される支持要素及び上昇要素を含む複数の積み重ね可能な要素を含みうる。そのよう
な積み重ね可能な要素を含むクッションシステムの実施形態例は以下にさらに詳細に記載
される。
【００４５】
[1148]　上述のように、クッションシステム１００を使用するため、使用者は上昇要素１
２２を支持要素１２０に脱着可能に結合することができる。使用者は、上昇要素１２２及
び支持要素１２０を互いに結合される前又は後のいずれかにおいて支持面（例えば、ベッ
ドの頂面）に配置することができる。本体要素１２４は支持要素１２０に配置されうるか
、本体要素１２４の一部を支持要素１２０に、及び一部を上昇要素１２０に配置されうる
。使用者は、その後、使用者が支持要素１２０のほぼ中心部に整列されるように組み立て
られたクッションシステム１００にＲＬＤ又はＬＬＤ姿勢で横になることができる。使用
者は使用者の右又は左腕を本体要素１２４の下方に及び支持要素１２０と上昇要素１２２
との間に形成された受容部内に挿入する。任意選択的に、使用者は、使用者の右又は左腕
及び肩の位置を、使用者の下側腋窩が支持要素１２０の中央に配置された凹状部内に載る
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ように支持要素１２０と上昇要素１２２との間の受容部内において調節することができる
。
【００４６】
[1149]　使用者の腕が支持要素１２０と上昇要素１２２との間の空間内にある状態で、ク
ッションシステム１００は使用者を傾斜ＲＬＤ又はＬＬＤ姿勢に維持することができる。
従って、使用者が支持要素１２０の角度を成す部分を滑り落ちる傾向を低減又は排除する
ことができる。使用者をクッションシステム１００にいかに配置することができるかにつ
いてのさらなる説明及び詳細は以下に記載される。ある実施形態では、支持要素１２０及
び上昇要素１２２は本体要素１２４の使用なしで使用されうる。ある実施形態では、本体
要素１２４のみの使用が望ましい場合がある。
【００４７】
[1150]　上述のように、クッションシステム１００はＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患
の治療法として使用されうる。この目的のためにクッションシステム１００を使用するた
め、使用者はクッションシステム１００に傾斜ＲＬＤ姿勢又は傾斜ＬＬＤ姿勢で配置され
るために上記したステップに従うことができる。例えば、傾斜ＲＬＤ姿勢においては、治
療的クッションシステム１００はそれが胃を空にして十二指腸に送ることを促進する一方
で、胃食道逆流を最小にする又は排除するように機能することができる。例えば、傾斜Ｒ
ＬＤ姿勢においては、使用者の胃の出口弁（すなわち幽門括約筋）は使用者の腹部の実質
的に底部右側の、使用者の食道括約筋の高さの下又はそれよりも低い高さに配置される。
従って、使用者が十分な時間傾斜ＲＬＤ姿勢のままでいる場合、使用者の胃の内容物が胃
から十二指腸に排出されうる。使用者がＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患に関連する症
状の軽減を感じるように胃の内容物を空けて十二指腸に送るため、例えば、約１～４時間
の時間を必要としてもよい。時間枠は、例えば、使用者の全体的な健康、糖尿病又は胃不
全麻痺などの使用者が有しうる他の状態などの種々の要因又は使用者がクッションシステ
ムにおいて休む前に消費した食品の種類及び量等に応じて変更することができる。別の例
では、傾斜ＬＬＤ姿勢においては、使用者の逆流症状発現の頻度の減少が生じうる。
【００４８】
[1151]　図２～図２５は、一実施形態による、治療的クッションシステム及び治療的クッ
ションシステムを使用する方法を示す。治療的クッションシステム２００（本明細書中に
おいては「クッションシステム」とも称される）は、支持要素２２０と、上昇要素２２２
と、本体要素２２４と、を含む。クッションシステム１００に関して上記したように、ク
ッションシステム２００は、例えば、ＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患に関連する症状
の処置のために使用されうる。
【００４９】
[1152]　支持要素２２０は種々の異なる形状及び／又はサイズを有しうる。この実施形態
においては、例えば、図７の側面図に示すように、支持要素２２０はほぼくさび形を有す
る。具体的には、図７に示すように、支持要素２２０は、底面２３９に対して角度θで配
置された頂面２３７を含む。ある実施形態では、角度θは、例えば、約６度乃至約３０度
とされうる。換言すると、例えば、図７に示されるように、支持要素２２０は、支持要素
２２０の第１端部部分２１５において高さＨ１、支持要素２２０の第２端部部分２１６に
おいて高さＨ２を有し、高さＨ２は高さＨ１を超える。高さＨ１は、例えば、２インチ以
下とすることができ、高さＨ２は、例えば、約６インチ乃至１４インチとすることができ
る。支持要素２２０は、また、支持要素２２０が胴体長（上記したような）を有し、使用
時、使用者が支持要素２２０において側臥位姿勢を快適に維持するための適切な胴体角度
を容易にすることができるように、例えば、約２０インチ乃至４０インチとされうる長さ
Ｌを有する。
【００５０】
[1153]　支持要素２２０は、また、支持要素２２０の頂面２３７に配置された凹状部２３
０（例えば、図４、５、８及び９を参照）を含む。上述のように、凹状部２３０は、使用
者がクッションシステム２００に側臥位姿勢で横になっている際に使用者の下側腋窩の圧
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を解放するために使用されうる。支持要素２２０は、また、長時間側臥位姿勢で横になっ
ている使用者の快適性を下側の肩又は腕の不快な圧又は痛みなく増加するのを補助するこ
とができる湾曲した外側部分を含む。この実施形態においては、支持要素２２０は、また
、支持要素２２０の第２端部部分（例えば、図４及び図６を参照）に、クッションシステ
ム２００の使用時、さらなる人間工学的腕及び肘配置に適応しうる傾斜かど２３３を含む
。
【００５１】
[1154]　支持要素２２０は、例えば、図４及び図６～図８に示されるような外部ケーシン
グ２２１と、外部ケーシング２２１内に配置されうる、図９に示すようなクッション部材
２２３と、を含む。支持要素１２０に関して上記したように、支持要素２２０の外部ケー
シング２２１は１つ又は複数の材料によって形成されうる。例えば、外部ケーシング２２
１は、第１材料によって形成された、クッションシステム２００の使用時に使用者が接す
る上部部分２３８（例えば、図７～図８を参照）と、第１材料とは異なる第２材料によっ
て形成された、使用時、支持要素２２０が配置される支持面（例えば、ベッドの頂面）に
接する底部部分２３６と、を含みうる。支持要素１２０に関して上記したように、外部ケ
ーシング２２１の上部部分は、例えば、４方向伸展材料によって形成することができ、底
部部分はより頑丈な材料によって形成することができる。上部部分２３８と底部部分２３
６は、例えば、縫い目によって結合されうる。この実施形態においては、以下にさらに詳
細に記載されるように、支持要素２２０は、支持要素２２０の側方側縁部（例えば、図２
、図３及び図６～図８を参照）に、上昇要素２２２を支持要素２２０に脱着可能に結合す
るために使用されうるボタン２２８を含む。
【００５２】
[1155]　支持要素１２０の外部ケーシング２２１は、また、クッション部材２２３が挿入
されうる開口部（不図示）を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップ
、フラップなどの締結具（不図示）又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切
な結合方法を含みうる。この実施形態においては、前に記載したように、クッション部材
２２３は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成される。図９に示すように、ク
ッション部材２２３は、クッション部材２２３の頂面部に規定された空洞２４４を含む。
クッション部材２２３が外部ケーシング２２１内に配置されると空洞２４４は支持要素２
２０の凹状部２３０を形成する。
【００５３】
[1156]　上昇要素２２２は外部ケーシング２２７内に配置されうる枕挿入物２２５を含む
。図１１に示すように、外部ケーシング２２７は枕挿入物２２５が挿入されうる開口部２
４２を含みうる。クッションアセンブリ１００に関して前に記載したように、外部ケーシ
ング２２７は、例えば、ジッパー、ボタン、スナップなどの締結具（不図示）、又は開口
部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる。支持要素２２０に関
して上記したように、外部ケーシング２２７は外部ケーシング２２１と同じ又は類似の材
料によって形成されうる。例えば、外部ケーシング２２７は、４方向伸展材料によって形
成された第１部分２３２と、より頑丈な材料によって形成された第２部分２３４と、を含
みうる。枕挿入物２２５は、上記したように４方向伸展材料によって形成されうるととも
に、中に充填材材料（不図示）を含みうる内部ケーシング２３５を含みうる。充填材材料
は、例えば、枕挿入物１２５に関して上記した材料などの、例えば、束状ポリエステル繊
維材料とされうる。枕挿入物２２５の内部ケーシング２３５は、また、充填材材料が挿入
されうる開口部（不図示）を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップ
などの締結具（不図示）、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方
法を含みうる。別の実施形態においては、内部ケーシング２３５はそのような開口部を含
まなくてもよい。例えば、ファイラー材料が内部ケーシング２３５内に挿入された後、内
部ケーシング２３５は、例えば、縫い目によって閉じることができる。
【００５４】
[1157]　クッションアセンブリ１００に関して上記したように、上昇要素２２２の外部ケ
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ーシング２２７の４方向伸展材料は、内部ケーシング２３５の４方向伸展材料及び枕挿入
物２２５の束状ポリエステル繊維充填材材料とともに、上昇要素２２２を展性があるもの
とし、かつ形状保持性があるものとすることができる。例えば、前に記載したように、使
用者は、上昇要素２２２を所望の厚さ及び／又は形状に適合させることができる、及び／
又はその使用者の要求及び好みを満たすために空洞又は隆起を形成することができる。
【００５５】
[1158]　例えば、図２～図４に示されるように、上昇要素２２２は支持要素２２０に脱着
可能に結合されうる。例えば、この実施形態においては、上昇要素２２２は上昇要素２２
２の側方側縁部部分に沿ってストラップ２２６を含み、ストラップ２２６はそれぞれ、支
持要素２２０上のボタン２２６に選択的に結合されうる複数組のボタン穴２４０を含む。
上昇要素２２２は、また、ストラップ２２６を上昇要素２２２の側方側縁部に対して保持
するために使用されうるバンド２１９（例えば、図１０～図１２を参照）を含みうる。こ
のようにして、以下にさらに詳細に記載されるように、使用者の特定の要求を満たすため
に上昇要素２２２と支持要素２２０は調節可能に互いに結合されうる。例えば、前に記載
したように、上昇要素２２２は、支持要素２２０の第２端部部分２１６と上昇要素２２２
との間に受容部２５８（例えば、空間、開口部、空隙、ポケット等）（例えば、図４を参
照）が規定されるように支持要素２２０に結合されうる。使用者は、ＲＬＤ又はＬＬＤ姿
勢で横になっている際に下側の肩及び腕を受容部２５８内に配置することができる。スト
ラップ２２６に強度を付与するために、ストラップ２２６は、例えば、上昇要素２２２の
底部部分２３４と同じ材料（例えば、綿、ポリエステル又はナイロンの任意の組み合わせ
を使用して作製されたポプリン、帆布、ギャバジン又はツイル）によって形成されうる。
同様に、支持要素２２０のボタン２２８は、上昇要素２２２の底部部分２３４と同じ材料
によって形成されうる支持要素２２０の底部部分２３６に配置されうる。
【００５６】
[1159]　図５及び図１３に示すように、この実施形態においては、本体要素２２４は、頭
側端部部分にほぼ１８０度の湾曲を有する円弧部２４１と、それぞれが円弧部２４１から
尾側方向に延在する第１アーム２４７及び第２アーム２４８と、を含む。この実施形態に
おいては、第１アーム２４７は第２アーム２４８の長さよりも短い長さを有する。例えば
、第１アーム２４７は、例えば、第２アーム２４８の長さの約半分の長さを有しうる。以
下にさらに詳細に記載されるように、本体要素２２４は支持要素２２０及び／又は上昇要
素２２２における使用のために種々の異なる形状に再構成可能である。任意選択的に、あ
る実施形態では、本体要素２２４は支持要素２２０及び上昇要素２２２から独立して使用
されうる。
【００５７】
[1160]　本体要素２２４は、スリーブ部材２３１内に配置されうる枕挿入物２２９（例え
ば、図１２を参照）を含む。スリーブ部材２３１は筒状形状に形成することができ、枕挿
入物２２９が挿入されうる第１開口部２４３及び第２開口部２４５を含む。開口部２４３
は、例えば、開口部２４３を閉じるために使用されうるジッパーなどの締結具（不図示）
を含みうる。図１２に示すように、締結具は、また、スリーブ部材２３１の、外縁部部分
２４９に沿う部分２５１を枕挿入物２２９の挿入及び取出しを補助するために開くことが
できるようにスリーブ部材２３１の外縁部に沿って延在しうる。任意選択的に、開口部２
４５を類似の手法で開閉するために使用されうる第２締結具（不図示）が含まれうる。
【００５８】
[1161]　スリーブ部材２３１の筒状形状は、例えば、スリーブ部材２３１の外縁部部分２
４９に沿う縫製又は縫い目によって形成されうる。従って、スリーブ部材２３１は、使用
時に通常、使用者がスリーブ部材２３１に接触するスリーブ部材２３１の内縁部部分２５
０に沿う縫い目を含まないものとなりうる。上述のように、縫い目を含まない内縁部部分
２５０を有すると、使用者の快適性の向上を提供することができ、かつ使用時、本体要素
２２４の歪みを除去又は低減することができる。この実施形態においては、スリーブ部材
２３１は、また、内縁部部分２５０から外縁部部分２４９まで特定の角度で延在する縫い
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目特徴部２５２を含む。縫い目２５２は、例えば、４５度で延在しうる。
【００５９】
[1162]　枕挿入物２２９は、上昇要素２２２に関して上記した枕挿入物２２５と同じか類
似するように形成されうる。例えば、枕挿入物２２９は充填材材料（不図示）を含みうる
内部ケーシング２４６を含みうる。充填材材料は、枕挿入物１２９に関して前に記載した
ように、例えば、束状ポリエステル繊維材料とされうる。上述のように、内部ケーシング
２４６は、例えば、４方向伸展材料によって形成されうる。スリーブ部材２３１は、例え
ば、上昇要素２２２及び支持要素２２０に関して上記した４方向伸展材料によって形成さ
れうるか、その代わりに、例えば、スリーブ部材１３１に関して記載した２方向伸展材料
によって形成されうる。従って、上昇要素２２２に関して上記したように、本体要素２２
４は、また、所望の形状及び／又は厚さに合うように操作、適合、調節、分散等をされう
る。不図示であるが、枕挿入物２２９の内部ケーシング２４６は、また、充填材材料が挿
入されうる開口部を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップなどの締
結具（不図示）、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含み
うる。別の実施形態においては、内部ケーシング２４６はそのような開口部を含まなくて
もよい。例えば、充填材材料が内部ケーシング２４６内に挿入された後、内部ケーシング
２４６は、例えば、縫い目によって閉じることができる。
【００６０】
[1163]　図１３、図１４及び図１５Ａ～図１５Ｃに示すように、クッションシステム２０
０を使用するため、使用者は上昇要素２２２を支持要素２２０に脱着可能に結合すること
ができる。具体的には、使用者は、上昇要素２２２が支持要素２２２に対して所望の位置
に配置されるように支持要素２２０上のボタン２２８に結合するためストラップ２２６の
開口部２４０の組の１つを選択することができる。例えば、上昇要素２２２は、上昇要素
２２２が使用者の頭及び首を配置するための所望の高さにあり、かつ支持要素２２０から
所望の長手方向距離にあるように支持要素２２０にもたれかけて配置されうる。図１５Ａ
に示すように、使用者が第１組のボタン穴２４０（ストラップ２２６の端部から最も遠い
組）をボタン２２８に結合する場合、上昇要素２２２は最大高さにあることになる。図１
５Ｂに示すように、使用者が第２組のボタン穴２４０を使用する場合、上昇要素２２２は
中間の高さにあることになり、使用者が第３組のボタン穴２４０（ストラップ２２６の端
部に最も近い組）を使用する場合、上昇要素２２２は最低高さにあることになる。使用者
は、上昇要素２２２を支持要素２２０に結合する前又は後のいずれかに、上昇要素２２２
及び支持要素２２０を、例えば、使用者がクッションシステム２００を使用することを意
図したベッド又は他の表面に配置することができる。
【００６１】
[1164]　例えば、図１４に示されるように、上昇要素２２２が支持要素２２０に結合され
ることにより、使用者は本体要素２２４を上昇要素２２２及び支持要素２２０の上に配置
することができる。具体的には、例えば、図２、図３、図１４及び図１５Ａ～図１５Ｃに
示されるように、円弧部２４１は上昇要素２２２に配置され、本体要素２２４の第２アー
ム２４８は、第２アーム２４８の一部（その長さによる）が支持要素２２０から離れて延
在するように上昇要素２２２及び支持要素２２０の左側に配置される（クッションシステ
ムの頂面図に見られるように）。以下、ＲＬＤ姿勢で配置される使用者用のクッションシ
ステム２００が記載されるが、クッションシステム２００は、その代わりに、クッション
システム２００にＬＬＤ姿勢で配置される使用者のために類似の手法で組み立てられうる
ことは理解されるべきである。
【００６２】
[1165]　使用者は、その後、使用者が支持要素２２０のほぼ中心部に整列されるように組
み立てられたクッションシステム２００にＲＬＤ姿勢で横になることができる。例えば、
図１６に示すように、使用者は使用者の右腕を本体要素２２４の円弧部２４１の下及び上
昇要素２２２と支持要素２２０との間の受容部２５８内に挿入することができ、その後、
図１７に示すように、本体要素２２４の第２アーム２４８の外側空間を通して出すことが
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できる。換言すると、使用者の腕は受容部２５８内に配置することができ、使用者の手は
空間から出して伸ばすことができる。使用者は使用者の体が支持要素２２０のほぼ中央に
あることを確実にするため確認することができる。任意選択的に、使用者の下側腋窩が支
持要素２２０の中央に配置された凹状部２３０内に載るように、使用者は支持要素２２０
と上昇要素２２２との間の空間内における使用者の右腕及び肩の位置を調節することがで
きる。使用者は、その後、図１８に示すように、第２アーム２４８（すなわち長いアーム
）を使用者の脚の間に配置することができ、かつ使用者の膝が曲がった姿勢にある状態で
第１アーム（短いアーム）を使用者の背中、股関節部及び／又は臀部の後ろ又は下に配置
する又は抱え込むことができる。図１９に示すように、使用者は、使用者が快適な姿勢に
なるまで使用者の頭、首及び腕を位置決めすることができる。ある実施形態では、使用者
が支持要素２２０を滑り落ちることを制限又は防止し、使用者をクッションシステム２０
０上の所望の位置に維持することを補助するため、使用者の股関節部はクッションシステ
ム２００が配置されるベッド又は支持面に固定又は支持されうる。例えば、ある実施形態
では、支持要素２２０は使用者がクッションシステム２００上に配置されると使用者の股
関節部が少なくとも部分的にベッド又は支持面上に配置されるような長さを有しうる。
【００６３】
[1166]　使用者の腕が支持要素２２０と上昇要素２２２との間の空間内にあることにより
、クッションシステム２００は使用者を傾斜ＲＬＤ位置に維持することができる。従って
、使用者が支持要素２２０の角度を成す頂面部２３７を滑り落ちる傾向が低減又は排除さ
れうる。上述のように、使用者は、また、使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、
そのＧＥＲＤ又は他の病態のための使用に関連する特定の身体部分及び／又は部位を収容
するための空洞又は隆起を形成するために本体要素２２４及び／又は上昇要素２２２内の
束状ポリエステル繊維充填材材料を操作、適合、分散等をさせることができ、例えば、使
用者は呼吸装置又は他の類似のデバイスを収容してもよい。
【００６４】
[1167]　図２０～図２３は、クッションシステム２００を使用するための異なる代替構成
を示す。図２０は、第２アーム２２８を円弧部２４１上において折り曲げた状態で配置さ
れた本体要素２２４を示す。図２１は、第２アーム２４８が支持要素２２０から大きく離
れて延在しないように第２アーム２４８を第１アーム２４７の方に折り曲げた本体要素２
２４を示す。図２２及び図２３は、上昇要素２２２及び支持要素２２０が別の位置に配置
されたクッションシステム２００の使用を示す。具体的には、図２２は、第２端部部分２
１６が支持面（例えば、ベッド又は床）において支持されている、起立位で配置された支
持要素２２０と、支持要素２２０の近傍に起立位で配置された上昇要素２２２と、を示す
。図２３に示すように、使用者が着座又は半着座姿勢でクッションシステム２００をバッ
クレストとして使用することができるように本体要素２２４は上昇要素２２２及び支持要
素２２０にもたれかけて配置されうる。図２４は、上昇要素２２２のないクッションシス
テム２００の使用を示す。図２４に示すように、本体要素２２４は支持要素２２０上に配
置されうる。
【００６５】
[1168]　図２４（Ａ）～図２４（Ｊ）はそれぞれ、クッションシステム２００を種々の構
成及び姿勢で使用する使用者を示す。図２４（Ａ）は、傾斜ＬＬＤ姿勢で配置された使用
者を示す。換言すると、本体要素２２４は支持要素２２０及び上昇要素２２２上に配置さ
れ、第２アーム２４８（すなわち長いアーム）は（クッションシステム２００の頂面図に
おいて見ると）クッションシステム２００の右側にある。例えば、図１６～図１９に関し
て上記したように、図２４（Ｂ）及び図２４（Ｃ）は、傾斜ＲＬＤ姿勢の使用者を示す。
図２４（Ｄ）及び図２４（Ｅ）は、図２０に関して示される構成に類似する折り曲げた位
置にある本体要素２２４と、クッションシステム２００に傾斜仰臥位で配置された使用者
を示す。図２４（Ｆ）及び図２４（Ｇ）は、図２１に関して示した構成に類似する折り曲
げた位置の本体要素２２４と、クッションシステム２００に腹臥位で配置された使用者を
示す。図２４（Ｉ）は、図２２及び図２３に関して示した構成に類似する直立寄り掛かり
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構成（upright reclined configuration）にあるクッションシステム２００を示し、図２
４（Ｈ）は、図２４（Ｉ）と類似の構成であるが、本体要素２２４が使用者の前まで巻回
されているクッションシステム２００を示す。この位置は、例えば、使用者の手、本、又
は授乳中の母親の場合は授乳中の乳児を支持するために使用されうる。
【００６６】
[1169]　図２４（Ｊ）は、クッションシステム２００を、図２４（Ｊ）では本体要素２２
４の第２アーム２４８（長いアーム）が使用者の背中に沿って配置されており、かつ使用
者の膝の間に前方に抱え込まれる又は配置されること以外は図２４（Ｃ）に示した姿勢に
類似する右側位傾斜姿勢の使用者とともに示す。この姿勢は、使用者が本体要素２２４上
において反転する必要なくＲＬＤ位置からＬＬＤ姿勢に（及びその逆に）変わることを可
能にすることができる。
【００６７】
[1170]　図２５は、クッションシステム２００に類似するクッションシステム２００’の
使用を示す。クッションシステム２００’は、支持要素２２０と同じか類似するように構
成されうる支持要素２２０’を含む。この実施形態においては、支持要素２２０’は支持
要素２２０よりも長い長さを有し、かつ上昇要素なしで使用されうる。図２５に示すよう
に、支持要素２２０’は上記した本体要素２２４とともに、又は本明細書中に記載される
別の本体要素とともに使用されうる。
【００６８】
[1171]　図２６～図２８は、それぞれ、種々の縫い目特徴部を示す本体要素の異なる実施
形態を示す。図２６～図２８の本体要素はそれぞれ、上記した本体要素の実施形態と同じ
か類似するように構成されうるとともに上記した本体要素の実施形態と同じか類似するよ
うに機能しうる。図２６は、上記した本体要素２２４に類似し、本体要素３２４の外縁部
部分３４９に沿う縫い目３５３と、特定の角度で配置され、かつ本体要素３２４の内縁部
部分３５０から外縁部部分３４９まで延在する一対の縫い目特徴部３５２と、を有するス
リーブ部材３３１を含む本体要素３２４を示す。図２７は、外縁部部分４４９に沿う縫い
目４５３と、それぞれが特定の角度で配置され、かつ内縁部部分４５０から外縁部部分４
４９まで延在する一対の縫い目特徴部４５２と、を有するスリーブ部材４３１を含む本体
要素４２４を示す。本体要素４２４は、また、内縁部部分４５０から外縁部部分４４９ま
で延在し、かつ縫い目特徴部４５２間に配置された縫い目特徴部４５４を含む。図２８は
、本体要素５２４の外縁部部分５４９に沿う縫い目５５３と、本体要素５２４の内縁部部
分５５０から本体要素５２４の外縁部部分５４９まで特定の角度で延在する４つの縫い目
特徴部５５２と、を有するスリーブ部材５３１を含む本体要素５２４を示す。
【００６９】
[1172]　上記した縫い目特徴部３５２、４５２、４５４、５５２は各々の本体要素３２４
、４２４、５２４に互いに実質的に等しい距離で又は互いに異なる距離で配置されうる。
さらに、別の実施形態においては、より多数又は少数の縫い目特徴部が本明細書中に記載
されるクッションシステムの本体要素に含まれうる。
【００７０】
[1173]　図２９及び図３０（Ａ）～図３０（Ｉ）は、本明細書中に記載されるように単独
で又はクッションシステム内において使用されうる本体要素の異なる実施形態を示す。図
２９及び図３０（Ａ）～図３０（Ｉ）に関して記載される本体要素のそれぞれは上記した
本体要素の実施形態と同じか類似するように構成されうるとともに上記した本体要素の実
施形態と同じか類似するように機能しうる。図２９は、本体要素６２４を示す。本体要素
６２４は、第１アーム６４７と、第２アーム６４８と、内縁部部分６５０と外縁部部分６
４９とを有する、スリーブ部材６３１と、を含み、スリーブ部材６３１には枕挿入物（不
図示）が配置されうる。スリーブ部材６３１は、類似する、内縁部部分６５０から外縁部
部分６４９まで特定の角度で延在する縫い目特徴部６５２を含み、かつ前実施形態におい
て上記した外縁部部分６４９に沿って縫い目（不図示を含みうる。この実施形態において
は、第２アーム６４８は第２アーム６４８の残部に対して特定の角度で配置された端部部
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分６５５を含む。端部部分６５５は、例えば、約２５度以下の角度で配置されうる。縫い
目特徴部６５６は曲げ部６５５の始点に配置されうる。第１アーム６４７は丸い又は湾曲
した端部部分６５７を含み、端部部分６５５の端部は、任意選択的に、同様に丸くされう
る。図３０（Ａ）～図３０（Ｉ）はそれぞれ、異なる形状及びサイズを有する本体要素の
異なる実施形態を示す。
【００７１】
[1174]　図３１（Ａ）～図３１（Ｅ）はそれぞれ、本明細書中に記載されるように単独で
又はクッションシステム内において使用されうるとともに、種々の異なる充填材区分オプ
ションを含む本体要素のさらなる異なる実施形態を示す。充填材区分は種々の充填材材料
及び／又は異なる密度を有する充填材材料が本体要素内の目標とする位置に配置されるこ
とを可能にすることができる。充填材領域は、例えば、内部布帛バッフル、縫い付けられ
た区分（sewn-in segmentation）によって、又は自己内蔵型個別挿入部材によって形成さ
れうる。本体要素内の各領域は製造時に、例えば、半永久的に縫合されたクロージャを介
して本体要素内に接触及び／又は挿入されうる。その代わりに、各領域は使用者によって
、例えば、ジッパー、スナップ、ボタン、フック及びループファスナー等を含むクロージ
ャ部材を介して接触されうる（例えば、家庭内での使用時）。図３１（Ａ）～図３１（Ｅ
）に関して記載した本体要素の各実施形態は、本明細書中に記載される本体要素の他の実
施形態と同じ又は類似の特徴を含みうるとともに、それと同じ又は類似して機能すること
ができるため、図３１（Ａ）～図３１（Ｅ）に関する特定の詳細は記載されない。
【００７２】
[1175]　図３１（Ａ）は、第１充填材領域Ａと、第２充填材領域Ｂと、を含む本体要素２
１２４を示す。図３１（Ｂ）は、第１充填材領域Ａと、第２充填材領域Ｂと、を含む本体
要素２２２４を示す。図３１（Ｃ）は、第１充填材領域Ａと、第２充填材領域Ｂと、第３
充填材領域Ｃと、を含む本体要素２３２４を示す。図３１（Ｄ）は、第１充填材領域Ａと
、第２充填材領域Ｂと、第３充填材領域Ｃと、を含む本体要素２４２４を示す。図３１（
Ｅ）は、第１充填材領域Ａと、第２充填材領域Ｂと、第３充填材領域Ｃと、第４充填材領
域Ｄと、第５充填材領域Ｅと、を含む本体要素２５２４を示す。
【００７３】
[1176]　図３１（Ａ）～図３１（Ｅ）に関して示し、かつ記載した充填材領域は種々の量
及びタイプの充填材領域を有する本体要素の実施形態例である。別の実施形態は異なる量
、サイズ及び／又は形状の充填材領域を含みうることを理解すべきである。さらに、本明
細書中に記載される本体要素の他の実施形態に関しては不図示であるが、本体要素の他の
実施形態が充填材領域を含みうることは理解すべきである。
【００７４】
[1177]　図３２（Ａ）、図３２（Ｂ）及び図３３～図３５は、治療的クッションシステム
の別の実施形態を示す。治療的クッションシステム７００（本明細書中においては「クッ
ションシステム」とも称される）は、支持要素７２０と、上昇要素７２２と、本体要素７
２４と、を含む。支持要素７２０と、上昇要素７２２と、本体要素７２４と、はそれぞれ
前実施形態において上記した支持要素、上昇要素及び本体要素と同じか類似するように構
成されうるとともに、それらと同じか類似するように機能することができる。従って、支
持要素７２０、上昇要素７２２及び／又は本体要素７２４に関する一部詳細は以下に記載
されない。
【００７５】
[1178]　支持要素７２０は上記した支持要素と同じか類似するように形成されうる。例え
ば、支持要素７２０は、例えば、図３３に示されるように、第１端部部分７１５と、第２
端部部分７１６と、底面７３９に対して角度を成した頂面７３７と、を含みうる。
【００７６】
[1179]　この実施形態においては、本体要素７２４と上昇要素７２２は単一構成要素とし
て形成され、本体要素７２４は、図３２（Ｂ）に示すような第１非折り曲げ構成と、図３
２（Ａ）に示すような第２折り曲げ構成との間において動作されうる。使用のため使用者
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が本体要素７２４の一部を折ることを可能にする布帛ヒンジ部７６３が本体要素７２４の
一部と上昇要素７２２の一部との間に形成されている。具体的には、本体要素７２４は、
布帛ヒンジ部７６３によって上昇要素７２２に連結された第１アーム７４７と、第２アー
ム７４８と、を含む。図３２（Ａ）、図３２（Ｂ）及び図３３～図３５に示すように、第
２折り曲げ構成にある場合、第１アーム７４７は上昇要素７２２上に実質的に配置されて
いる。
【００７７】
[1180]　使用者はクッションシステム７００を前実施形態に関して上記したものと同じ又
は類似の手法で使用することができる。例えば、図３４に示すように使用者はクッション
システム７００をベッドに配置することができ、かつ組み合わせた上昇要素７２２と本体
要素７２４を支持要素７２０の第２端部部分７１６の近傍に配置することができる。例え
ば、上昇要素７２２は、受容部（例えば、間隙、開口部、ポケット等）７５８が上昇要素
７２２と支持要素７２０との間に規定されるように支持要素７２０から所望の距離で配置
されうる。上記したように、及び例えば、図３４及び図３５に示されるように、本体要素
７２４は上昇要素７２２上において折り曲げることができる。図３５に示すように、使用
者は使用者の腕が受容部７５８内に配置された状態でクッションシステム７００に傾斜側
位で配置されうる。
【００７８】
[1181]　図３６～図４１は、ベッド長の支持要素を含む治療的クッションシステムの一実
施形態を示す。治療的クッションシステム８００（本明細書中においては「クッションシ
ステム」とも称される）は、支持要素８２０と、上昇要素８２２と、側部支持部材８６４
と、を含む。支持要素８２０及び上昇要素８２２は前実施形態において上記した支持要素
及び上昇要素それぞれと同じか類似するように構成されうるとともに、それと同じか類似
するように機能することができる。従って、支持要素８２０及び上昇要素８２２に関する
一部詳細は以下に記載されない。クッションシステム８００は、また、任意の枕８５９を
含みうるか、枕８５９は使用者によって提供された枕とされうる。
【００７９】
[1182]　この実施形態においては、支持要素８２０と上昇要素８２２は単一構成要素とし
て形成され、支持要素８２０と上昇要素８２２との間に受容部８５８を規定する。受容部
８５８はクッションシステム８００を使用する際、使用者が使用者の腕の一部を配置する
ための肩解放領域として使用されうる。この実施形態においては、支持要素８２０と上昇
要素８２２は集合的にくさび形を有しうる。具体的には、支持要素８２０は、第１端部部
分８１５と第２端部部分８１６との間の、底面８３９に対して角度を成した頂面８３７を
含む。上昇要素８２２は、支持要素８２０の底面８３９と連続する、底面８１８に対して
角度を成した頂面８１７を含む。
【００８０】
[1183]　支持要素８２０及び上昇要素８２２は使用者による使用のための、例えば、ベッ
ド、ボックススプリング、ベッドの土台又は床などの支持面Ｓ（図３７、３８及び４１に
示すような）に配置されうる。図３７、３８及び４１に示すように、支持要素８２０と上
昇要素８２２は集合的に、それが使用されることになる支持面（例えば、ベッド）の長さ
と実質的に同じ長さを有する。別の実施形態においては、クッションシステム８００は、
例えば、クッションシステム２００及び７００に関して上記したように、胴体サイズを有
しうる。
【００８１】
[1184]　支持要素８２０は、前実施形態において上記したクッション部材（不図示）及び
凹状部８３０を含みうる。クッション部材は、例えば、前実施形態において上記した１つ
又は複数の発泡材料によって形成されうる。上昇要素８２２は枕挿入物（不図示）及び上
昇発泡部（不図示）を含みうる。上昇発泡部は支持要素８２０のクッション部材と一体化
されうるか、その代わりに、クッション部材と同じか類似するように構成された別個の発
泡部（単数）又は発泡部（複数）とされうる。外部ケーシング８６１は支持要素のクッシ
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ョン部材と、上昇要素の枕挿入物及び発泡部との両方を入れることができる。例えば、外
部ケーシング１２１及び外部ケーシング１２７に関して上記したように、外部ケーシング
８６１は１つ又は複数の材料によって形成されうる。
【００８２】
[1185]　枕挿入物は、例えば、上昇発泡部に形成されたポケット内に配置されうるか、上
昇発泡部の上に配置されうる。使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、上昇要素８
２２が、使用者が特定の身体部分及び／又は部位を収容するための空洞又は隆起を形成す
ることを可能にするための弾性領域を含みうるように、枕挿入物は前実施形態において上
記した内部ケーシング（不図示）及び充填材材料（不図示）を含みうる。
【００８３】
[1186]　使用時、側部支持部材８６４は支持要素８２０に配置することができ、かつ使用
者を側臥位に維持するのを補助するために使用されうる。別の実施形態においては、側部
支持部材８６４は支持要素８２０に固定的に取り付けられうるか、支持要素８２０と一体
的に形成されうる。この実施形態においては、図４０に示すように、側部支持部材８６４
はほぼ三角形の断面を有するくさび形を有する。別の実施形態においては、側部支持部材
８６４は、例えば、図４２（Ａ）～図４２（Ｄ）に示される側部支持部材８６４－１、８
６４－２、８６４－３及び８６４－４の別の実施形態の断面図のような異なる形状、サイ
ズ及び断面を有しうる。側部支持部材８６４は、外部ケーシング８６５と、挿入部材８６
６（例えば、図４０を参照）と、を含みうる（例えば、図３９を参照）。外部ケーシング
８６５は、例えば、上記した外部ケーシング１２５及び１２７又はスリーブ部材１３１と
同じか類似するように構成されうる。側部支持部材８６４の挿入部材８６６は、例えば、
１つ又は複数の発泡材料によって形成されうるか、例えば、枕挿入物１２５に関して上記
した充填材材料などの充填材材料を含みうる。
【００８４】
[1187]　前実施形態において上記したように、使用者は、使用者の右又は左腕が受容部８
５８内に配置された状態で使用者の特定の要求に応じてクッションシステム８００に傾斜
ＲＬＤ又はＬＬＤ姿勢で配置されうる。上記したように、側部支持部材８６４は支持要素
８２０に配置することができ、かつ使用者をＲＬＤ又はＬＬＤ姿勢に維持するのを補助す
るために使用されうる。例えば、図３９に示すように、側部支持体８６４は支持要素８２
０上の、支持要素８２０の右側又は左側のいずれかに配置されうる。
【００８５】
[1188]　図４１は、側部支持部材８６４及び枕８５９の代わりに任意の本体要素８２４を
備えたクッションシステム８００を示す。本体要素８２４は前実施形態に関して上記した
本体要素と同じか類似するように形成されうるとともに、前実施形態に関して上記した本
体要素と同じか類似するように機能する。本体要素８２４を使用する場合、使用者は枕８
５９を使用しなくてもよい。
【００８６】
[1189]　図４３～図４７は、クッションシステム８００に類似する治療的クッションシス
テムの一実施形態を示す。治療的クッションシステム９００（本明細書中においては「ク
ッションシステム」とも称される）は、支持要素９２０と、上昇要素９２２と、側部支持
部材９６４と、を含む。支持要素９２０と上昇要素９２２はそれぞれ、前実施形態におい
て上記した支持要素及び上昇要素と同じか類似するように構成されうるとともに、それら
と同じか類似するように機能することができる。クッションシステム９００は、また、任
意の枕９５９を含みうるか、枕９５９は使用者によって提供された枕とされうる。
【００８７】
[1190]　この実施形態においては、支持要素９２０と上昇要素９２２は単一構成要素とし
て一体的に形成され、集合的にくさび形を有する。この実施形態においては、例えば、図
４３に示されるように、支持要素９２０と上昇要素９２２は集合的に、第１端部部分９１
５と第２端部部分９１６との間の、底面９３９に対して角度を成した上部表面９３７を有
する。支持要素９２０及び上昇要素９３３は、この実施形態においては、支持要素９２０
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及び上昇要素９２２が、使用者の腕が配置されうる空間又は受容部を規定しないこと以外
は、支持要素８２０及び上昇要素８２２に関して上記したものと同じか類似するように形
成することができ、かつそれと同じ又は類似の特徴を含む。支持要素９２０及び上昇要素
９２２は、使用者による使用のための、例えば、ベッドなどの支持面Ｓ（図４４、図４５
及び図４７に示すように）に配置されうる。図４４、図４５及び図４７に示すように、支
持要素９２０及び上昇要素９２２は集合的にそれが使用されることになる支持面（例えば
、ベッド）の長さと実質的に同じ長さを有する。別の実施形態においては、クッションシ
ステム９００は、例えば、クッションシステム２００及び７００に関して上記したように
、胴体サイズを有しうる。
【００８８】
[1191]　側部支持部材９６４は、また、側部支持部材８６４に関して上記したものと同じ
か類似するように構成されうるとともに、それと同じ特徴を含む。使用時、側部支持部材
９６４は支持要素９２０に配置することができ、かつ使用者を側位に維持するのを補助す
るために使用されうる。別の実施形態においては、側部支持部材９６４は支持要素９２０
に固定的に取り付けられうるか、支持要素９２０と一体的に形成される。
【００８９】
[1192]　前実施形態において上記したように、使用者の特定の要求に応じて使用者は傾斜
ＲＬＤ又はＬＬＤ姿勢でクッションシステム９００に配置されうる。上記したように、側
部支持部材９６４は支持要素９２０に配置することができ、使用者を傾斜ＲＬＤ又はＬＬ
Ｄ姿勢で維持するのを補助するために使用される。例えば、図４６に示すように、側部支
持体９６４は支持要素９２０上の、支持要素９２０の右側又は左側のいずれかに配置され
うる。図４７は、側部支持部材９６４及び任意の枕９５９の代わりに任意の本体要素９２
４を備えたクッションシステム９００を示す。本体要素９２４は前実施形態に関して上記
した本体要素と同じか類似するように形成されうるとともに、前実施形態に関して上記し
た本体要素と同じか類似するように機能する。
【００９０】
[1193]　図４８～図５２は、一実施形態によるスリング型治療的クッションシステムを示
す。治療的クッションシステム１０００（本明細書中においては「クッションシステム」
とも呼ばれる）は、支持要素１０２０と、上昇要素１０２２と、任意の本体要素１０２４
（図５１に示される）と、を含む。この実施形態においては、支持要素１０２０と上昇要
素１０２２とは一体的に形成され、フレーム部材１０６８に結合されたスリング部材１０
６７を含む。支持要素１０２０は、例えば、図４８の側面図に示されるようなくさび形を
有する。
【００９１】
[1194]　スリング部材１０６７は、例えば、帆布又はナイロンなどの、例えば、任意の適
切な伸展又は非伸展布帛材料などの、例えば、布帛材料によって形成されうる。フレーム
部材１０６８は、例えば、１つ又は複数の金属、木材又はプラスチック材料によって形成
されうる。スリング部材１０６７は種々の異なる結合方法によってフレーム部材１０６８
に結合されうる。例えば、スリング部材１０６７は、スリング部材１０６７が使用者を支
持するために十分にぴんと張られるように、繋ぎ材、ストラップ、リベット、ボタン、ス
ナップ、フック及びループファスナー又は任意の他の適切な結合方法によってフレーム部
材１０６８に結合されうる。スリング部材１０６７は、クッションシステム１０００の使
用時、使用者の右又は左腕を使用者が配置することができる受容部１０５８（例えば、開
口部、空間、間隙等）を規定する。クッションシステムは、また、使用者の腕が開口部１
０５８を通して伸びる際、腕がパッド部材１０６９に載ることができるようにより低いパ
ッド部材１０６９を含む。
【００９２】
[1195]　図５１に示すように、クッションシステム１０００は、また、本体要素１０２４
を含みうる。本体要素１０２４は、例えば、図２９に示した本体要素６２４などの本明細
書中に記載される他の本体要素と同じか類似するように形成されうるとともに、それと同
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じ又は類似の手法で使用されうる。例えば、本体要素１０２４は使用者を側位において維
持するのを補助することができ、かつ使用者がクッションシステム１０００を使用する際
、支持要素１０２２の角度を成す部分を滑り落ちるのを補助することができる。図５３に
示すように、使用時、クッションシステム１０００はベッドなどの支持面Ｓに配置されう
る。
【００９３】
[1196]　図５３は、ベッドサイズ長を有するクッションシステム１０００を示し、図５４
は、胴体サイズ長を有するクッションシステム１０００の別の実施形態を示す。クッショ
ンシステム１０００’は、クッションシステム１０００と同じか類似するように形成する
ことができるとともにクッションシステム１０００と同じか類似するように機能すること
ができ、図５４に示すように支持面Ｓにおいて支持されうる。例えば、クッションシステ
ム１０００’は、一体的に形成され、使用者の腕を配置するための肩解放領域として使用
されうる開口部（不図示）を規定する支持要素１０２０’及び上昇要素１０２２’を含む
。支持要素１０２０’及び上昇要素１０２２’は、フレーム部材１０６８’に結合された
スリング部材１０６７’と、開口部の下に配置されているパッド部材１０６９’と、を含
む。
【００９４】
[1197]　図５５は、膨張式空気チャンバを含むクッションシステムの一実施形態を示す。
治療的クッションシステム１１００（本明細書中においては「クッションシステム」とも
称される）は支持要素１１２０及び上昇要素１１２２を含む。不図示であるが、クッショ
ンシステム１１００は、また、前実施形態において上記した本体要素を含みうる。この実
施形態においては、支持要素１１２０はクッション部材１１２３と膨張式チャンバ１１７
０とを含み、そのそれぞれは外部ケーシング１１２１内に収容されている。同様に、上昇
要素１１２２はクッション部材１１７１と膨張式チャンバ１１７２とを含み、そのそれぞ
れは外部ケーシング１１２７内に収容されている。例えば、クッション部材１２３に関し
て上記したように、クッション部材１１２３及びクッション部材１１７１は、例えば、１
つ又は複数の発泡材料によって形成されうる。例えば、外部ケーシング１２１及び外部ケ
ーシング１２７に関して上記したように、外部ケーシング１１２１及び外部ケーシング１
１２７は、それぞれ、例えば、１つ又は複数の材料によって形成されうる。
【００９５】
[1198]　前実施形態において上記したように、支持要素１１２０は、第１端部部分１１１
５と、第２端部部分１１１６と、第１端部部分１１１５と第２端部部分１１１６との間の
、底面１１３９に対して角度を成した頂面１１３７と、を含みうる。前実施形態において
上記したように、支持要素１１２０は、また、凹状部（不図示）と、支持要素１１２０の
第２端部部分１１１６に配置された、傾斜した又は角度を成したかど（不図示）と、を含
みうる。ある実施形態では、上昇要素１１２２は、また、例えば、上昇要素１１２２のク
ッション部材１１７１に形成された、又はクッション部材１１７１の上に配置することが
できる、ポケット内に配置されうる枕挿入物部（不図示）を含みうる。使用者の要求及び
／又は好みに合わせるため、上昇要素１１２２が、使用者が特定の身体部分及び／又は部
位を収容するための空洞又は隆起を形成することを可能にするための弾性領域を含みうる
ように、枕挿入物部は前実施形態において上記した内部ケーシング（不図示）及び充填材
材料（不図示）を含みうる。
【００９６】
[1199]　膨張式空気チャンバ１１７０は空気ポンプデバイス１１７３に結合されうる。膨
張式チャンバ１１７２は空気ポンプデバイス１１７４に結合されうる。空気ポンプデバイ
ス１１７３及び／又は空気ポンプデバイス１１７４は、例えば、使用者が膨張式空気チャ
ンバ１１７０及び１１７２内及び外に空気を手動で圧送することができ、かつ膨張式空気
チャンバ１１７０及び１１７２内の空気圧を調節することができる手動ポンプとされうる
。別の実施形態においては、空気ポンプデバイス１１７３及び／又は空気ポンプデバイス
１１７４は自動ポンプとすることができ、使用者が膨張式空気チャンバ１１７０及び１１
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７２内の空気圧を調節するための制御部（不図示）を含む。別の実施形態においては、両
膨張式空気チャンバ１１７０及び１１７２内及び外に空気を圧送するために単一の空気ポ
ンプデバイス（例えば、手動又は自動）が使用されうる。
【００９７】
[1200]　クッションシステム１１００は前実施形態において上記したクッションシステム
と同じか類似するように使用されうる。この実施形態においては、使用者は、支持要素１
１２０の第２端部部分１１１６（例えば、最高端部）が上昇要素１１２２から所望の距離
に配置されるように支持要素１１２０及び上昇要素１１２２を支持面Ｓ（例えば、ベッド
）に配置することができる。従って、クッションシステム１１００の使用時、受容部１１
５８内に使用者が腕を配置することができるように支持要素１１２２と上昇要素１１２０
との間の受容部１１５８が規定されうる。使用者は、また、支持要素１１２０及び上昇要
素１１２２がそれぞれ所望の堅さを有するように空気チャンバ１１７０及び１１７２内の
空気圧を調節することができる。前実施形態において上記したように、支持要素１１２０
と上昇要素１１２２は集合的にそれが使用されることになる支持面（例えば、ベッド）の
長さと実質的に同じベッドサイズ長を有しうるか、その代わりに、例えば、クッションシ
ステム２００及び７００に関して上記したように胴体サイズ長を有しうる。
【００９８】
[1201]　図５６は、空気チャンバを含むクッションシステムの別の実施形態を示す。前実
施形態において上記したように、治療的クッションシステム１２００（本明細書中におい
ては「クッションシステム」とも称される）は支持要素１２２０及び上昇要素１２２２を
含み、また、本体要素（不図示）を含みうる。この実施形態においては、支持要素１２２
０と上昇要素１２２２は一体的に形成され、それぞれ外部ケーシング１２６１内に収容さ
れた、クッション部材１２２３と、クッション部材１２７１と、膨張式チャンバ１１７０
と、を含む。クッション部材１２２３とクッション部材１２７１は単一構成要素として一
体的に形成されうるか、別個の構成要素とされうる。例えば、クッション部材１２３に関
して上記したように、クッション部材１２２３及びクッション部材１２７１は、それぞれ
、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成されうる。例えば、外部ケーシング１２
１及び外部ケーシング１２７に関して上記したように、外部ケーシング１６２１は、例え
ば、１つ又は複数の材料によって形成されうる。支持要素１２２０及び上昇要素１２２２
は、クッションシステム１２００の使用時、使用者が腕を配置することができる受容部（
例えば、開口部、空間、間隙、ポケット等）１２５８を規定する。
【００９９】
[1202]　前実施形態において上記したように、支持要素１２２０は、第１端部部分１２１
５と、第２端部部分１２１６と、第１端部部分１２１５と第２端部部分１２１６との間の
、底面１２３９に対して角度を成した頂面１２３７と、を含みうる。前実施形態において
上記したように、支持要素１２２０は、また、凹状部（不図示）と、第２端部部分１２１
６に配置された傾斜した又は角度を成したかど（不図示）と、を含みうる。ある実施形態
では、上昇要素１２２２は、また、例えば、上昇要素１２２２のクッション部材１２７１
に形成されるか、クッション部材１２７１の上に配置されうるポケット内に配置されうる
枕挿入物部（不図示）を含みうる。使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、上昇要
素１２２２が、使用者が特定の身体部分及び／又は部位を収容するための空洞又は隆起を
形成することを可能にするための弾性領域を含みうるように枕挿入物部は前実施形態にお
いて上記した内部ケーシング（不図示）及び充填材材料（不図示）を含みうる。
【０１００】
[1203]　膨張式空気チャンバ１２７０は空気ポンプデバイス１２７３に結合されうる。空
気ポンプデバイス１２７３は、例えば、使用者が膨張式空気チャンバ１２７３内及び外に
空気を手動で圧送することができ、かつ膨張式空気チャンバ１２７０内の空気圧を調節す
ることができる手動ポンプとされうる。別の実施形態においては、空気ポンプデバイス１
２７３は自動ポンプとすることができ、使用者が膨張式空気チャンバ１２７０内の空気圧
を調節するための制御部（不図示）を含む。別の実施形態においては、上昇要素１２２２
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及び支持要素１２２０はそれぞれ膨張式空気チャンバを含むことができ、２つの別個の空
気ポンプデバイス（例えば、手動又は自動）は、クッションシステム１１００に関して上
記したものと類似の手法で両膨張式空気チャンバ内及び外に空気を圧送するために使用さ
れうる。
【０１０１】
[1204]　クッションシステム１２００は前実施形態において上記したクッションシステム
と同じか類似するように使用されうる。この実施形態においては、使用者はクッションシ
ステム１２００を支持面Ｓ（例えば、ベッド）に配置することができ、かつ支持要素１２
２０及び上昇要素１２２２がそれぞれ所望の堅さを有するように空気チャンバ１２７０内
の空気圧を調節することができる。前実施形態において上記したように、支持要素１２２
０と上昇要素１２２２は集合的に、それが使用されることになる支持面（例えば、ベッド
）の長さと実質的に同じベッドサイズ長を有しうるか、その代わりに、例えば、クッショ
ンシステム２００及び７００に関して上記したように胴体サイズ長を有しうる。
【０１０２】
[1205]　図５７及び図５８は、使用者がクッションシステムを所望の厚さ及び／又は堅さ
を有するように組み立てることを可能にするための積み重ね可能な部分を含むクッション
システムの一実施形態を示す。治療的クッションシステム１３００（本明細書中において
は「クッションシステム」とも称される）は支持要素１３２０及び上昇要素１３２２を含
む。不図示であるが、クッションシステム１３００は、また、前実施形態において上記し
た本体要素を含みうる。この実施形態においては、支持要素１３２０は複数の積み重ね可
能な支持要素１３７５、１３７６及び１３７７を含み、上昇要素１３２２は複数の積み重
ね可能な上昇要素１３７８、１３７９及び１３８０（本明細書中においては集合的に積み
重ね可能な要素とも称される）を含む。支持要素１３２０は３つの積み重ね可能な支持要
素により示され、上昇要素１３２２は３つの積み重ね可能な上昇要素により示されるが、
より多数又は少数の積み重ね可能な支持要素及び積み重ね可能な上昇要素が代わりに含ま
れうることは理解されるべきである。加えて、支持要素１３２０は上昇要素１３２２の積
み重ね可能な上昇要素とは異なる数の積み重ね可能な支持要素を含みうる。
【０１０３】
[1206]　支持要素（例えば、支持要素１２３）の前実施形態に関して上記したように、積
み重ね可能な要素１３７５～１３８０はそれぞれ、外部ケーシング内に収容されたクッシ
ョン部材を含みうる。例えば、クッション部材１２３に関して上記したように、クッショ
ン部材は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成されうる。各積み重ね可能な要
素１３７５～１３８０は同じ又は異なる密度を有する発泡材料によって形成されたクッシ
ョン部材を有しうる。積み重ね可能な支持要素１３７５～１３７７は支持要素１３２０が
所望の高さ又は厚さ及び／又は所望の堅さを有するように支持要素１３２０を形成するた
めに選択的に積み重ねられうる。同様に、積み重ね可能な上昇部材１３７８～１３８０は
上昇要素１３２２が所望の高さ又は厚さ及び／又は所望の堅さを有するように上昇要素１
３２２を形成するために選択的に積み重ねられうる。
【０１０４】
[1207]　図５７に示すように、支持要素１３２０が第１端部部分１３１５から第２端部部
分１３１６まで底面１３３９に対して角度を成した頂面１３３７を備えたくさび形を有す
るように、支持要素１３２０の積み重ね可能な支持要素１３７５～１３７７のそれぞれは
角度を成す頂面を含みうる。別の実施形態においては、積み重ね可能な要素１３７５～１
３７７のそれぞれは実質的に水平又は平坦の頂面を有しうるか、段を成すか段付きの頂面
を有しうる。前実施形態において上記したように、支持要素１３２０の積み重ね可能な支
持要素１３７５～１３７７のそれぞれは、また、例えば、支持要素１３２０の最高又は第
２端部部分１３１６の実質的に中心位置にある凹状部（不図示）と、傾斜した又は角度を
成したかど（不図示）と、を含みうる。
【０１０５】
[1208]　積み重ね可能な要素１３７８～１３８０のそれぞれは少なくとも部分的に実質的
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に水平又は平坦な頂面を含む。別の実施形態においては、積み重ね可能な要素１３７８～
１３８０のそれぞれは角度を成す、又は段を成すか段付きとされうる頂面を有しうる。あ
る実施形態では、上昇要素１３２２は、また、上昇要素１３２２の上部として使用される
ことを意図した積み重ね可能な上昇要素１３７８などの、例えば、積み重ね可能な上昇要
素の少なくとも１つに形成されたポケット内に配置されうる枕挿入物部（不図示）を含み
うる。使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、上昇要素１３２２の積み重ね可能な
上昇要素１３７８が、使用者が特定の身体部分及び／又は部位を収容するための空洞又は
隆起を形成することを可能にするための弾性領域を含みうるように、枕挿入物部は前実施
形態において上記した内部ケーシング（不図示）及び充填材材料（不図示）を含みうる。
ある実施形態では、積み重ね可能な上昇要素１３７８は枕挿入物を含まなくてもよいが、
その代わりに、積み重ね可能な上昇要素１３７８のクッション部材の上部部分に配置され
た充填材材料を含んでもよい。
【０１０６】
[1209]　クッションシステム１３００は前実施形態において上記したクッションシステム
と同じか類似するように使用されうる。この実施形態においては、支持要素１３２０の第
２端部部分１３１６（例えば、最高端部）が上昇要素１３２２から所望の距離に配置され
るように使用者は支持要素１３２０及び上昇要素１３２２を支持面Ｓ（例えば、ベッド）
に配置することができる。従って、クッションシステム１３００の使用時、受容部１３５
８内に使用者が腕を配置することができるように支持要素１３２２と上昇要素１３２０と
の間の受容部１３５８が規定されうる。例えば、使用者は、支持要素１３２０が所望の高
さ（又は所望の厚さを有する）にあり、かつ所望の堅さを有するように支持要素１３２０
の積み重ね可能な支持要素１３７５～１３７７の１つ又は複数を積み重ねることができる
。使用者は、また、上昇要素１３２２が所望の高さ（又は所望の厚さを有する）にあり、
かつ所望の堅さを有するように上昇要素１３２２の積み重ね可能な上昇要素１３７８～１
３８０の１つ又は複数を積み重ねることができる。使用者は積み重ね可能な要素１３７５
～１３８０を支持面Ｓに積み重ねることができる、又は支持面Ｓにまず積み重ね可能な要
素１３７５～１３８０を積み重ね、その後、組み立て済みの支持要素１３２０及び組み立
て済みの上昇要素１３２２を配置することができる。前実施形態において上記したように
、支持要素１３２０と上昇要素１３２２は集合的にそれが使用されることになる支持面（
例えば、ベッド）の長さと実質的に同じベッドサイズ長を有しうるか、その代わりに、例
えば、クッションシステム２００及び７００に関して上記したように胴体サイズ長を有し
うる。
【０１０７】
[1210]　図５９及び図６０は、使用者がクッションシステムを所望の厚さ及び／又は堅さ
を有するように組み立てることを可能にするための積み重ね可能な部分を含むクッション
システムの別の実施形態を示す。前実施形態において上記したように、治療的クッション
システム１４００（本明細書中においては「クッションシステム」とも称される）は支持
要素１４２０及び上昇要素１４２２を含み、また、本体要素（不図示）を含みうる。この
実施形態においては、支持要素１４２０と上昇要素１４２２は単一のクッション要素とし
て形成され、支持要素１４２０及び上昇要素１４２２を形成するために互いに重ねられう
る複数の積み重ね可能なクッション要素１４７５、１４７６及び１４７７を含む。積み重
ね可能なクッション要素１４７５～１４７７の少なくとも１つは上昇要素１４２２と支持
要素１４２０との間に、クッションシステム１４００の使用時に使用者が腕を配置するこ
とができる受容部１４５８を規定しうる。例えば、図５９～図６０に示すように、積み重
ね可能なクッション要素１４７５は受容部１４５８を規定する。組み合わせられた支持要
素１４２０と上昇要素１４２２は３つの積み重ね可能なクッション要素により示されるが
、より多数又は少数の積み重ね可能なクッション要素が代わりに含まれうることは理解さ
れるべきである。
【０１０８】
[1211]　積み重ね可能なクッション要素１４７５～１４７７は、それぞれ、例えば、クッ
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ションシステム１３００に関して上記した積み重ね可能な支持要素及び積み重ね可能な上
昇要素に類似するように形成されうる。例えば、クッション部材１２３に関して上記した
ように、例えば、積み重ね可能なクッション要素１４７５～１４８０は１つ又は複数の発
泡材料によって形成された各クッション部材を含みうる。クッション部材１４７５～１４
７７のそれぞれは同じ又は異なる密度を有する発泡材料によって形成されうる。
【０１０９】
[1212]　例えば、外部ケーシング１２１及び外部ケーシング１２７に関して上記したよう
に、各クッション部材１４７５～１４７７は、また、例えば、１つ又は複数の材料によっ
て形成された外部ケーシングを含みうる。図５９に示すように、クッション部材１４７５
～１４７７のそれぞれは、支持要素１４２０が第１端部部分１４１５から第２端部部分１
４１６まで底面１４３９に対して角度を成した頂面１４３７を備えたくさび形を有するよ
うに底面に対して角度を成した頂面を含みうる。別の実施形態においては、積み重ね可能
な要素１４７５～１４７７のそれぞれは、実質的に水平又は平坦の頂面を有しうるか、段
を成すか段付きの頂面を有しうる。前実施形態において上記したように、積み重ね可能な
クッション要素１４７５～１４７７のそれぞれは、また、例えば、積み重ね可能なクッシ
ョン要素の最高部の実質的に中心位置にある凹状部（不図示）と、傾斜した又は角度を成
したかど（不図示）と、を含みうる。
【０１１０】
[1213]　積み重ね可能な要素１４７８～１３８０のそれぞれは、少なくとも部分的に実質
的に水平又は平坦な頂面を含む。別の実施形態においては、積み重ね可能な要素１４７８
～１４８０のそれぞれは角度を成す、又は段を成すか段付きとされうる頂面を有しうる。
上昇要素１３２２に関して上記したように、上昇要素１４２２は、また、例えば、積み重
ね可能なクッション要素１４７５に形成されたポケット内に配置されうる枕挿入物部（不
図示）を含みうる。使用者の要求及び／又は好みに合わせるため、使用者が特定の身体部
分及び／又は部位を収容するための空洞又は隆起を形成することを可能にするための弾性
領域を上昇要素１４２２が含みうるように、枕挿入物部は前実施形態において上記した内
部ケーシング（不図示）及び充填材材料（不図示）を含みうる。ある実施形態では、積み
重ね可能なクッション要素１４７５は枕挿入物を含まなくてもよいが、代わりに、クッシ
ョン要素１４７５の上部部分に配置された充填材材料を含んでもよい。
【０１１１】
[1214]　クッションシステム１４００は上記したクッションシステム１３００と同じか類
似するように使用されうる。この実施形態においては、使用者はクッションシステム１４
００（すなわち、集合的に支持要素１４２０及び上昇要素１４２２）を支持面Ｓ（例えば
、ベッド）に配置することができる。例えば、支持要素１４２０及び上昇要素１４２２が
所望の高さ（又は所望の厚さを有する）にあり、かつ所望の堅さを有するように使用者は
積み重ね可能なクッション要素１４７５～１４７７の１つ又は複数を積み重ねることがで
きる。前実施形態において上記したように、支持要素１４２０と上昇要素１４２２は集合
的にそれが使用されることになる支持面（例えば、ベッド）の長さと実質的に同じベッド
サイズ長を有しうるか、その代わりに、例えば、クッションシステム２００及び７００に
関して上記したように、胴体サイズ長を有しうる。
【０１１２】
[1215]　図６１～図６４は、クッションシステムにおいて使用者を側臥位に維持するのを
補助するために使用されうる側部支持物部を備えた支持要素を含むクッションシステムの
一実施形態を示す。治療的クッションシステム１５００（本明細書中においては「クッシ
ョンシステム」とも称される）は、例えば、上昇要素１１２２又は１３２２などの上昇要
素１５２２（図６２を参照）とともに使用されうる支持要素１５２０を含む。クッション
システム１５００は、また、支持要素１５２０の反対側に配置された、第１側部支持物部
１５８２と、第２側部支持物部１５８３と、を含む。側部支持物部１５８２及び１５８３
は、クッションシステム１５００の使用時に使用者を側臥位に維持するのを補助するため
に使用されうる。この実施形態においては、側部支持物部１５８２及び１５８３は、それ
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ぞれ、第１頂面部１５８５と、支持要素１５２０の底面１５３９に対して第１頂面部１５
８６と異なる角度で配置された第２頂面部１５８６と、を含む。例えば、図６１及び図６
２に示されるように、側部支持物部１５８２及び１５８３は、また、それぞれ、角度を成
した又は傾斜部１５８１を含む。
【０１１３】
[1216]　支持要素１５２０は、また、角度を成す頂面１５３７と、凹状部１５３０と、支
持要素１５２０の第２端部にある、傾斜した又は角度を成す部分１５３３と、を含む。前
実施形態と同様に、支持要素１５２０は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成
されうるクッション部材（不図示）と、クッション部材並びに側部支持物部１５８２及び
１５８３を入れることができる外部ケーシング１５２１と、を含みうる。ある実施形態で
は、側部支持物部１５８２及び１５８３は支持要素１５２０を形成する発泡材料と異なる
密度を有する発泡材料によって形成されうる。別の実施形態においては、側部支持物部１
５８２及び１５８３は、それぞれ、別個の構成要素（すなわち、上記した側部支持部材８
６４及び９６４に類似する支持要素１５２０とは別）として形成されうる。
【０１１４】
[1217]　前実施形態において上記したクッションシステムと同じか類似するクッションシ
ステム１５００が使用されうる。例えば、この実施形態においては、使用者は、支持要素
１５２０の第２端部（例えば、最高端部）が上昇要素１５２２（図６２に示される）から
所望の距離に配置されるように支持要素１５２０を支持面に配置することができる。従っ
て、クッションシステム１５００の使用時、受容部１５５８内に使用者が腕を配置するこ
とができるように支持要素１５２０と上昇要素１５２２との間に受容部１５５８が規定さ
れうる。例えば、使用者は使用者の体を側臥位（すなわち、右側側臥位又は左側側臥位の
いずれか）に配置することができ、かつ使用者の腕を開放空間１５５８内に配置すること
ができる。任意の本体要素（不図示）が、また、前実施形態において上記したものと同じ
又は類似の手法で使用されうる。前実施形態において上記したように、支持要素１５２０
は支持要素１５２０と上昇要素１５２２が集合的にベッドサイズ長を有するか、その代わ
りに、胴体サイズ長を有しうるようなサイズにされうる。
【０１１５】
[1218]　図６５及び図６６はそれぞれ、側部支持物部を含むクッションシステムの一実施
形態を示す。図６５は、単一構成要素として形成される支持要素１６２０及び上昇要素１
６２２を含む治療的クッションシステム１６００（本明細書中においては「クッションシ
ステム」とも称される）を示す。支持要素１６２０及び上昇要素１６２２はクッションシ
ステム１６００の使用時に使用者が腕を配置することができる受容部１６５８を集合的に
規定する。前実施形態と同様に、クッションシステム１６００は、また、それぞれクッシ
ョンシステム１６００の使用時、使用者を側臥位に維持するのに補助するために使用され
うる、支持要素１６２０の反対側にある第１側部支持物部１６８２と、第２側部支持物部
（図６５に不図示）と、を含む。前実施形態と同様に、第１側部支持物部１６８２及び第
２側部支持物部（不図示）はそれぞれ、第１頂面部１６８５と、支持要素１６２０の底面
１６３９に対して第１頂面部１６８５と異なる角度で配置された第２頂面部１６８６と、
を含む。第１側部支持物部１６８２（及び第２側部支持物部）は、また、それぞれ、角度
を成した又は傾斜部１６８１を含む。
【０１１６】
[1219]　前実施形態において上記したように、支持要素１６２０は角度を成す頂面１６３
７を含み、かつ支持要素１６２０の第２端部にある凹状部（不図示）を含みうる。前実施
形態と同様に、支持要素１６２０は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成され
うるクッション部材（不図示）を含むことができ、外部ケーシング１６６１は、クッショ
ン部材と、第１側部支持物部１６８２と、第２側部支持物部（不図示）と、を入れること
ができる。外部ケーシング１６６１は、また、クッション部材（不図示）及び上昇要素１
６２２の枕挿入物部（不図示）を入れることができる。
【０１１７】
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[1220]　図６６は、単一構成要素として形成された支持要素１７２０と上昇要素１７２２
とを含む治療的クッションシステム１７００（本明細書中においては「クッションシステ
ム」とも称される）を示す。支持要素１７２０及び上昇要素１７２２はクッションシステ
ム１７００の使用時に使用者が腕を配置することができる受容部１７５８を集合的に規定
する。前実施形態と同様に、クッションシステム１７００は、また、それぞれクッション
システム１７００の使用時、使用者を側位に維持するのを補助するために使用されうる、
支持要素１７２０の反対側にある、第１側部支持物部１７８２と、第２側部支持物部（図
６６に不図示）と、を含む。前実施形態と同様に、第１側部支持物部１７８２及び第２側
部支持物部（不図示）はそれぞれ、第１頂面部１７８５と、支持要素１７２０の底面１７
３９に対して第１頂面部１７８５と異なる角度で配置された第２頂面部１７８６と、を含
む。第１側部支持物部１７８２（及び第２側部支持物部）は、また、それぞれ、角度を成
した又は傾斜部１７８１を含む。
【０１１８】
[1221]　前実施形態において上記したように、支持要素１７２０は角度を成す頂面１７３
７を含み、かつ支持要素１７２０の第２端部にある凹状部（不図示）を含みうる。前実施
形態と同様に、支持要素１７２０は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成され
うるクッション部材（不図示）を含むことができ、外部ケーシング１７６１は、クッショ
ン部材と、第１側部支持物部１７８２と、第２側部支持物部（不図示）と、を入れること
ができる。外部ケーシング１７６１は、また、クッション部材（不図示）及び上昇要素１
７２２の枕挿入物部（不図示）を入れることができる。
【０１１９】
[1222]　クッションシステム１６００及び１７００はそれぞれクッションシステムの前実
施形態に関して上記したものと同じ又は類似の手法で使用されうる。例えば、使用者は、
クッションシステム１６００又は１７００（すなわち、支持要素１６２０、１７２０及び
上昇要素１６２２、１７２２）を支持面に配置することができ、使用者は使用者の体を側
位（すなわち、右側側臥位又は左側側臥位のいずれか）で配置することができ、かつ使用
者の腕を受容部１６５８又は１７５８内に配置することができる。前実施形態において上
記したように、クッションシステム１６００（すなわち、集合的に支持要素１６２０及び
上昇要素１６２２）及びクッションシステム１７００（すなわち、集合的に支持要素１７
２０及び上昇要素１７２２）はベッドサイズ長を有しうるか、その代わりに、胴体サイズ
長を有しうる。任意の本体要素（不図示）は、また、前実施形態において上記したものと
同じ又は類似の手法で使用されうる。
【０１２０】
[1223]　図６７～図７０は、側部支持物部を備えるクッションシステムの別の実施形態を
示す。この実施形態においては、治療的クッションシステム１８００（本明細書中におい
ては「クッションシステム」とも称される）は単一構成要素として形成される支持要素１
８２０及び上昇要素１８２２を含む。支持要素１８２０及び上昇要素１８２２はクッショ
ンシステム１８００の使用時に使用者が腕を配置することができる受容部１８５８を集合
的に規定する。クッションシステム１８００は、また、支持要素１８２０の一方の側に配
置された側部支持物部１８８２を含む。側部支持物部１８８２は、クッションシステム１
８００の使用時、使用者を右側位で維持するのを補助するために使用されうる。この実施
形態においては、側部支持物１８８２は、第１頂面部１８８５と、支持要素１８２０の底
面１８３９に対して第１頂面部１８８５と異なる角度で配置された第２頂面部１８８６と
、を含む。
【０１２１】
[1224]　前実施形態において上記したように、支持要素１８２０は角度を成す頂面１８３
７と、支持要素１８２０の第２端部にある凹状部１８３０と、を含む。前実施形態と同様
に、支持要素１８２０は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成されうるクッシ
ョン部材（不図示）を含むことができ、外部ケーシング１８６１（例えば、図６７及び図
７０を参照）はクッション部材及び側部支持物部１８８２を入れることができる。外部ケ
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ーシング１８６１は、また、クッション部材（不図示）及び上昇要素１８２２の枕挿入物
部（不図示）を入れることができる。この実施形態においては、側部支持物１８８２は、
第１頂面部と、支持要素１８２０の底面１８３９に対して第１頂面部と異なる角度で角度
を成した第２頂面部と、を含む。
【０１２２】
[1225]　クッションシステム１８００はクッションシステムの前実施形態に関して上記し
たものと同じ又は類似の手法で使用されうる。例えば、使用者はクッションシステム１８
００（すなわち支持要素１８２０及び上昇要素１８２２）を支持面に配置することができ
る。この実施形態においては、使用者は使用者の体を右側位に配置することができ、かつ
使用者の右腕を開放空間１８５８内に配置することができる。任意の本体要素（不図示）
は、また、前実施形態において上記したものと同じ又は類似の手法で使用されうる。
【０１２３】
[1226]　クッションシステム１８００（すなわち、集合的に支持要素１８２０及び上昇要
素１８２２）はベッドサイズ長を有する。図７１～図７４は、クッションシステム１８０
０と同じか類似するように構成されうるが胴体サイズ長を有するクッションシステム１９
００（本明細書中においては「クッションシステム」とも称される）を示す。クッション
システム１９００は、支持要素１９２０と、上昇要素１９２２と、側部支持物１９８２と
、を含む。支持要素１９２０と上昇要素１９２２は単一構成要素として形成され、クッシ
ョンシステム１９００の使用時に使用者が腕を配置することができる受容部１９５８を集
合的に規定する。側部支持物部１９８２は支持要素１９２０の一方の側に配置され、クッ
ションシステム１９００の使用時、使用者を右側位で維持するのを補助するために使用さ
れうる。この実施形態においては、側部支持物１９８２は支持要素１９２０の底面１９３
９に対して角度を成した、角度を成す頂面１９８５を含む。例えば、図７１及び図７２に
示されるように、側部支持物１９８２は支持要素１９２０の末端又は終端を超えて延在す
る。
【０１２４】
[1227]　前実施形態において上記したように、支持要素１９２０は、角度を成す頂面１９
３７と、支持要素１９２０の第２端部にある凹状部１９３０と、を含む。前実施形態と同
様に、支持要素１９２０は、例えば、１つ又は複数の発泡材料によって形成されうるクッ
ション部材（不図示）を含むことができ、外部ケーシング１９６１（例えば、図７１及び
図７４を参照）はクッション部材及び側部支持物部１９８２を入れることができる。外部
ケーシング１９６１は、また、クッション部材（不図示）及び上昇要素１９２２の枕挿入
物部（不図示）を入れることができる。
【０１２５】
[1228]　クッションシステム１９００はクッションシステムの前実施形態に関して上記し
たものと同じ又は類似の手法で使用されうる。例えば、使用者は、クッションシステム１
９００（すなわち支持要素１９２０及び上昇要素１９２２）を支持面に配置することがで
きる。この実施形態においては、使用者はクッションシステム１９００に使用者の体を右
側位で配置することができ、かつ使用者の右腕を開放空間１９５８内に配置することがで
きる。任意の本体要素（不図示）は、また、前実施形態において上記したものと同じ又は
類似の手法で使用されうる。
【０１２６】
[1229]　使用者の右腕が開放空間１８５８、１９５８内にある状態で使用者がクッション
システム１８００、１９００に右側位で配置されうるように、クッションシステム１８０
０及びクッションシステム１９００はクッションシステム１８００、１９００の一方の側
に側部支持物部を有するものとして上記したが、別の実施形態においては、クッションシ
ステム１８００及び１９００は使用者がクッションシステム１８００、１９００に左側位
で配置されうるように構成されうる。例えば、クッションシステム１８００及びクッショ
ンシステム１９００は、それぞれ、代わりに、クッションシステムの左側の側部支持物部
と、使用者の左腕が開放空間内にある状態で使用者がクッションシステムに左側位で配置
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されうるように配置される開放空間と、を含みうる。そのような実施形態の例は図７５に
示される。図７５に示すように、治療的クッションシステム２０００（本明細書中におい
ては「クッションシステム」とも称される）は、受容部２０５８及び側部支持物部２０８
２を集合的に規定する支持要素２０２０及び上昇要素２０２０を含みうる。クッションシ
ステム２０００は、クッションシステム１８００及び１９００と同じか類似する特徴並び
にクッションシステム１８００及び１９００と同じか類似する機能を含みうる。
【０１２７】
[1230]　図７６、図７７及び図７８（Ａ）～図７８（Ｅ）はそれぞれ、非滑り特徴部を含
み、本明細書中に記載されるクッションシステムに含まれうる支持要素の異なる実施形態
を示す。非滑り面特徴部は支持要素の頂面及び／又は側部支持部材（例えば、８６４、９
６４）又は支持物部材（例えば、１５８２、１５８３）の底面に配置されうる。例えば、
非滑り面特徴部は側部支持部材（又は別個の支持物部材）の底面及び／又は側部支持要素
が配置される支持要素の頂面に配置されうる。従って、非滑り面特徴部は、また、例えば
、側部支持部材（例えば、８６４、９６４）又は別個の支持物部材（例えば、１５８２、
１５８３）を支持要素上の所望の位置に維持するために使用されうる。非滑り面特徴部は
、また、例えば、本体要素を支持要素上の所望の位置に維持するために、及び／又は使用
者を支持要素上の所望の位置に維持するのを補助するために使用されうる。
【０１２８】
[1231]　非滑り特徴部は、例えば、非滑り面を形成するために使用される模様化された触
覚処理部（tactile treatment）を含みうる。模様化された処理部は、例えば、デジタル
で印刷されうる、スクリーン印刷されうる、噴霧されうる、ブラシで塗布されうる、アイ
ロンで貼付されうる、縫い付けられうる、又はそうでなければ、支持要素の頂面の材料の
少なくとも一部に適用されうる、例えば、インク、ゴム、シリコーン又は他の適切な材料
を含みうる。非滑り表面処理部は、例えば、直線、湾曲線、対角線、例えば、正方形、円
形、矩形、ブロック形、ポリゴン形、楕円形等及び／又は他の不明瞭な形状などの種々の
形状を含みうる。ある実施形態では、非滑り表面処理部は溝状又は格子状パターンを含み
うる。ある実施形態では、非滑り表面処理部を平坦又は平滑面として適用することができ
る、又は非滑り面が適用された表面に対して非滑り面が上昇されるように適用することが
できる。図７６、図７７及び図７８（Ａ）～図７８（Ｅ）は、非滑り面のいくつかのパタ
ーン及び構成例を示し、他のパターン及び構成が代わりに含まれうることが理解されるべ
きである。
【０１２９】
[1232]　図７６、図７７及び図７８（Ａ）～図７８（Ｅ）に関して記載される支持要素の
各実施形態は本明細書中に記載される支持要素の他の実施形態と同じ又は類似の特徴を含
みうるものであり、かつ本明細書中に記載される支持要素の他の実施形態と同じ又は類似
して機能することができるため、図７６、図７７及び図７８（Ａ）～図７８（Ｅ）に関す
る特定の詳細は記載されない。さらに、本明細書中に記載される支持要素の他の実施形態
に関しては不図示であるが、支持要素の他の実施形態は図７６、図７７及び図７８（Ａ）
～図７８（Ｅ）に関して記載されるような非滑り特徴部を含みうることが理解されるべき
である。
【０１３０】
[1233]　図７６は、支持要素２６２０の頂面の側面に配置された２つの非滑り面特徴部Ａ
と、頂面の中心部に配置された非滑り面特徴部Ｂと、を含む支持要素２６２０を示す。こ
の実施形態においては、非滑り面特徴部Ａは、例えば、本体要素（不図示）を支持要素２
６２４上の所望の位置に維持するのを補助するために使用されうる。非滑り表面処理部Ｂ
は、例えば、支持要素２５２４の使用者を支持要素２６２４の実質的に中心の所望の位置
に維持するために使用されうるとともに、また、使用者が支持要素の角度を成す頂面にお
いて滑り落ちる傾向を防止又は低減するのを補助することができる。図７７は、支持要素
２７２０の頂面の側面に配置された２つの非滑り面特徴部Ａのみを含む支持要素２７２０
を示す。この実施形態においては、非滑り面特徴部Ａは支持要素２６２０の非滑り面特徴
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部Ａに関して上記したものと同様の状態で機能しうる。この実施形態は、また、適用され
た非滑りパターンの例を示す。図７８（Ａ）～図７８（Ｆ）はそれぞれ、種々の異なる非
滑り面特徴部を有する支持要素の異なる実施形態の頂面図を示す。
【０１３１】
[1234]　図７９及び図８０は、側部拡張要素を含む治療的クッションシステムを示す。使
用者の体が支持要素の大部分を占める場合に使用者の体を支持するための及び／又は本体
要素を支持するためのより大きな幅を提供するために支持要素に側部拡張要素が結合され
うる。図７９に示すように、治療的クッションシステム２８００は、支持要素２８２０と
、上昇要素２８２２と、側部拡張要素２８８７と、を含む。支持要素２８２０及び上昇要
素２８２２は本明細書中に記載される前実施形態（例えば、支持要素２２０及び上昇要素
２２２）と同じか類似するように形成することができるとともに、前実施形態と同じか類
似するように機能することができるため、図７９及び図８０に関しては詳細に記載されな
い。
【０１３２】
[1235]　図８０に示すように、側部拡張要素２８８７は、第１拡張部材２８８８と、第２
拡張部材２８８９と、第１拡張部材２８８８と第２拡張部材２８８９との間に延在する連
結用ストラップ２８９０と、を含む。図７９に示すように、第１拡張部材２８８８が支持
要素２８２０の第１側面に配置され、第２拡張部材２８８９が支持要素２８２０の対向す
る第２側面に配置されるように、側部拡張要素２８８７は支持要素２８２０に固定的に又
は脱着可能に結合されうる。
【０１３３】
[1236]　第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９はそれぞれ本明細書中に記載さ
れる支持要素（例えば、支持要素１２０）と同じか類似するように構成されうる。例えば
、第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９はそれぞれ、例えば、支持要素２８２
０の角度に実質的に一致する角度を成す頂面（例えば、くさび形）を有しうる。例えば、
ある実施形態では、第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９はそれぞれ底面に対
して６度乃至３０度の角度を有する頂面を有しうる。
【０１３４】
[1237]　第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９はそれぞれ種々の異なる長さ、
幅及び／又は厚さとされうる。支持要素１２０に関して上記したように、例えば、第１拡
張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９はそれぞれ胴体長を有しうるか、それぞれベッ
ド長を有しうる。第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９は、また、それぞれが
外部ケーシング２８９１内に配置されたクッション部材（不図示）を含みうる。
【０１３５】
[1238]　外部ケーシング２８９１は、上記した外部ケーシング１２１と同じ又は類似の材
料によって形成することができ、かつ使用時に使用者が接する、第１材料によって形成さ
れた上部部分と、支持面（例えば、ベッドの頂面）に接する、第２材料によって形成され
た底部部分と、を含みうる。外部ケーシング２８９１の上部部分（例えば、頂面）は、例
えば、綿／スパンテックス、ナイロン／スパンテックス、ポリエステル／スパンテックス
、又は綿、ナイロン又はポリエステルの任意のブレンドをスパンテックスと組み合わせた
ブレンドなどの、例えば、高適合性の４方向伸展材料によって形成されうるものであり、
底部部分は耐久性を付与するため綿、ポリエステル又はナイロンの任意の組み合わせを使
用して作製された、例えば、ポプリン、帆布、ギャバジン又はツイルなどのより頑丈な材
料によって形成されうる。
【０１３６】
[1239]　外部ケーシング２８９１は、また、クッション部材が挿入されうる開口部（不図
示）を含むことができ、かつ例えば、ジッパー、ボタン、スナップ、フラップ、フック及
びループファスナーなどの締結具、又は開口部を閉じるか部分的に閉じるための他の適切
な結合方法を含みうる。側部拡張要素２８８７のクッション部材はクッション部材１２３
について上記したものと同じ又は類似の材料によって形成されうる。例えば、側部拡張要
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素２８８７のクッション部材は、例えば、ポリウレタン又はゴムラテックスなどの１つ又
は複数の発泡材料によって形成することができ、ある実施形態では、それぞれが異なる密
度を有する複数の異なる発泡材料を含みうる。
【０１３７】
[1240]　側部拡張要素２８８７は、また、第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８
９のそれぞれにストラップ２８９２を含む。ストラップ２８９２は、例えば、上記した上
昇要素２２２のストラップ２２６と同じ又は類似の材料によって形成されうる。各ストラ
ップ２８９２は、側部拡張要素２８８７を支持要素２８２０上のボタン（図７９及び図８
０に不図示）（例えば、上記した支持要素２２０上のボタン２２８に類似する）に脱着可
能に結合するために使用されうるボタン穴２８９３を含みうる（図８０の拡張部材２８８
８のみに示される）。例えば、ある実施形態では、側部拡張要素２８８７は上昇要素２８
２２を支持要素２８２０に結合するために使用されるものと同じボタンを使用して支持要
素２８２０に結合されうる。ある実施形態では、異なる組のボタンが使用されうる。別の
実施形態においては、ストラップ２８９２を支持要素２８２０に結合するために、例えば
、フック及びループファスナー、スナップ、糸又は繋ぎ材、ジッパーなどの他の結合方法
又は任意の他の適切な結合方法が使用されうる。
【０１３８】
[1241]　連結用ストラップ２８９０は、連結用ストラップ２８９０が第１拡張部材２８８
８及び第２拡張部材２８８９のそれぞれを支持要素２８２０に対して非常にきつく保持す
ることができるように、例えば、弾性材料によって形成されうる。支持要素の前実施形態
に関して上記したように、第１拡張部材２８８８及び第２拡張部材２８８９のそれぞれは
、また、非滑り表面処理部２８９４を含みうる（図８０の拡張部材２８８９のみに示され
る）。
【０１３９】
[1242]　図８１～図９５は、治療的クッションシステムの別の実施形態を示す。治療的ク
ッションシステム２９００（本明細書中においては「クッションシステム」とも呼ばれる
）は、基部支持体２９１０と、支持枕部材２９８４と、任意の本体要素２９２４と、を含
む。基部支持体２９１０は、前実施形態に関して上述した支持要素（例えば、１２０、２
２０等）と同じ又は類似に構成されうるとともに、同じ又は類似に機能しうる。支持枕部
材２９８４は、前実施形態に関して上述した上昇要素（例えば、１２２、２２２等）と同
じ又は類似に構成されうるとともに、同じ又は類似に機能しうる。例えば、支持要素及び
上昇要素の前実施形態それぞれに関して上述したものと同じ又は類似の材料を、基部支持
体２９１０及び支持枕部材２９８４を構成するために使用することができる。従って、基
部支持体２９１０並びに／又は支持枕部材２９８４の材料及び構造に関する一部の詳細に
ついては以下に記載しない場合がある。本体要素２９２４は、前実施形態に関して上述し
た本体要素（例えば、１２４等）と同じ又は類似に形成されうるとともに、同じ又は類似
に機能しうる。例えば、本体要素２９１０は、図２９に関して記載した本体要素６２４と
同じ又は類似に形成されうる。従って、本体要素２９２４に関する一部の詳細は以下に記
載しない。
【０１４０】
[1243]　基部支持体２９１０は、支持要素部２９２０と、容器部２９９６と、を含み、１
つ以上の構成要素で形成されうる。例えば、ある実施形態では、基部支持体２９１０は単
一構成要素として形成され、他の実施形態では、基部支持体２９１０は、ともに結合して
単一構成要素を形成する複数の構成要素で形成されうる。例えば、複数の構成要素をとも
に接着結合して基部支持体２９１０の単一構成要素を形成することができる。
【０１４１】
[1244]　基部支持体２９１０は、内部クッション部材（図示せず）と、基部支持体２９１
０のクッション部材を収容することができる外部ケーシング２９６１と、を含みうる。外
部ケーシング２９６１は、例えば支持要素１２０の外部ケーシング１２１について上述し
たように、１つ以上の材料で形成されうる。内部クッション部材は、前実施形態について
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上述したように、例えば１つ以上の発泡材料で形成されうる。基部支持体２９１０の支持
要素部２９２０と容器部２９９６とは、単一構成要素として一体的に形成されうる、又は
例えば接着剤によってともに結合された別個の構成要素であり得る。さらに、支持要素部
２９２０及び容器部２９９６のそれぞれは、単一構成要素として、又はともに結合された
（例えば、接着された）複数の構成要素（例えば発泡構成要素）によって形成されうる。
ある実施形態では、支持要素部２９２０のクッション部材は、容器部２９９６を形成する
ために使用した発泡材料（単数及び複数）と同じ発泡材料（単数及び複数）で形成されう
る。ある実施形態では、支持要素部２９２０のクッション部材及び容器部２９９６のクッ
ション部材に対し、異なる発泡材料（単数及び複数）が使用される。
【０１４２】
[1245]　（例えば、図９０～図９５に示されるように）基部支持体２９１０は、容器部２
９９６と支持要素部２９２０との間に、支持枕部材２９８４が配置されうる内部領域２９
９５を規定する。支持枕部材２９８４が内部領域２９９５内に配置されると、基部支持体
２９１０と支持枕部材２９８４とによって、支持枕部材２９８４の各側部に、受容部２９
５８が規定される。前実施形態と同様に、受容部２９５８は、使用者がクッションシステ
ム２９００を使用する際に、使用者の腕及び／又は肩の一部を置くための解放領域として
使用することができる。
【０１４３】
[1246]　基部支持体２９１０は、また、基部支持体２９１０の各側部に、使用者の腕及び
／又は手の一部を中に受け入れることができる前腕／肘解放空洞２９９７（本明細書中で
は、「空洞」又は「解放空洞」とも呼ばれる）を規定する。使用者が内部領域２９９５内
に腕を置いたときに、使用者が解放空洞２９９７の１つを通じて手及び／又は使用者の腕
の一部を延出することができるように、例えば、解放空洞（単数及び複数）２９９７は内
部領域２９９５（例えば、図９２を参照）と連通している。従って、解放空洞（単数及び
複数）２９９７は、受容部２９５８内に配置されている際の、使用者の手及び／又は腕の
動きを増すことを可能とするために使用できるとともに、通気路としても機能しうる。基
部支持体２９１０は、また、外部ケーシング２９６１に結合されうる任意のポケット２９
９８及び／又は任意の運搬用ハンドル２９９９を含みうる。例えば、ある実施形態では、
ポケット２９９８及び／又は運搬用ハンドル２９９９は、外部ケーシング２９６１に縫い
付けられうる。ポケット２９９８は、外部ケーシング２９６１と同じ又は異なる材料（単
数及び複数）で形成されうるとともに、例えば、携帯電話などの物体を置くために使用さ
れうる。ハンドル２９９９は、また、外部ケーシング２９６１と同じ又は異なる材料（単
数及び複数）で形成されうるとともに、基部支持体２９１０を所望の位置へと運搬するの
を補助するために使用されうる。
【０１４４】
[1247]　基部支持体２９１０の支持要素部２９２０は、種々の異なる形状及び／又は大き
さを有しうる。例えば、図８１、図８２、図８７、図９４及び図９５に示すように、支持
要素部２９２０はくさび形を有しうる。具体的には、支持要素部２９２０は、第１端部部
分２９１５と第２端部部分２９１６（例えば、図８７、図９０及び図９１を参照）との間
において、底面２９３９（例えば、図８３、図８４及び図８７を参照）に対し角度を成す
頂面２９３７を含む。換言すると、第２端部部分２９１６は、第１端部部分２９１５を超
える高さを有する。ある実施形態では、角度を成した頂面２９３７は、支持要素部２９２
０の底面２９３９に対して、例えば、６度乃至３０度の角度で配置されうる。支持要素部
２９２０は、また、凹状部２９３０と、クッションシステム２９００の使用時、さらなる
人間工学的な腕及び肘の配置に適応することができる、支持要素部２９２０の第２端部部
分２９１６上の傾斜した又は角度を成したかど２９３３（例えば、図９０及び図９１を参
照）と、を含む。
【０１４５】
[1248]　容器部２９９６は支持要素部２９２０から延び、種々の形状及び／又は大きさで
ありうる。例えば、この実施形態では、容器部２９９６は、例えば図９０及び図９１に示
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されるような上面図において見ると、湾曲形状を有する。他の実施形態では、容器部２９
９６は、例えば、四角形、矩形、楕円形、台形などの異なる形状、又は図９０及び図９１
に示される容器部２９９６とは異なる半径を持つ湾曲形状を有しうる。容器部２９９６は
、頂面２９１７及び底面２９１８を有する。ある実施形態では、頂面２９１７は、底面２
９１８に実質的に平行である。ある実施形態では、頂面２９１７と底面２９１８とは、互
いに対してある角度で配置されている。ある実施形態では、頂面２９１７及び／又は底面
２９１８は、クッションシステム２９００が配置される支持面に対して角度を成していて
もよい。
【０１４６】
[1249]　支持枕部材２９８４は、外部ケーシング２９２７（例えば、図９０及び図９１を
参照）内に配置されうる枕挿入物（図示せず）を含みうる。例えば、外部ケーシング２９
２７は、枕挿入物が挿入されうる開口部を含みうるとともに、例えば、ジッパー、ボタン
、スナップ、フラップ、フック及びループファスナーなどの締結具、又は開口部を閉じる
ため若しくは部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる。外部ケーシング２９
２７は、例えば、外部ケーシング１２７について上述したものと同じ又は類似の材料で形
成されうる。例えば、ある実施形態では、外部ケーシング２９２７は、４方向伸展材料に
よって形成された第１部分と、より頑強な材料によって形成された第２部分と、を含みう
る。例えば、ある実施形態では、支持枕部材２９８４の外部ケーシング２９２７の頂面は
４方向伸展材料で形成することができ、支持枕部材２９８４の外部ケーシング２９２７の
底面はより頑強な材料で形成することができる。
【０１４７】
[1250]　枕挿入物（外部ケーシング２９２７内に配置される）は、例えば枕挿入物１２５
及び枕挿入物２２５について上述したように、中に充填材（図示せず）を含みうる内部ケ
ーシング（図示せず）を含みうる。充填材は、例えば、ポリエステル繊維、束状ポリエス
テル繊維、合成繊維製のダウン代替品、ポリスチレンビーズ／ペレット、裁断された発泡
樹脂製品、又はダウンフェザーの任意の組み合わせなどの、例えば、束状ポリエステル繊
維材料とされうる。枕挿入物の内部ケーシングは、また、枕挿入物１２５について上述し
た４方向伸展材料で形成されうる。ある実施形態では、枕挿入物の内部ケーシングは、ま
た、充填材が挿入されうる開口部を含むことができ、例えば、ジッパー、ボタン、スナッ
プなどの締結具、又は開口部を閉じるため若しくは部分的に閉じるための他の適切な結合
方法を含みうる。別の実施形態においては、内部ケーシングはこのような開口部を含まな
くてもよい。例えば、充填材が内部ケーシング内に挿入された後、内部ケーシングは、例
えば、縫い目によって閉じることができる。
【０１４８】
[1251]　上述した支持枕部材２９８４の外部ケーシング２９２７の４方向伸展材料は、４
方向伸展材料で形成されるとともに、束状ポリエステル繊維充填材を有する内部ケーシン
グを有する枕挿入物とともに、支持枕部材２９８４に展性があり、かつ形状保持性がある
ことを可能にしうる。例えば、このような実施形態では、使用者はその使用者の必要及び
好みに合わせて支持枕部材２９８４を所望の厚み及び／又は形状へと適合させることがで
きる。例えば、使用者は、空洞を形成するため、又はそうでなければ使用者の頭部、顔、
耳、肩、腕等に合わせる若しくは適合させるために、支持枕部材２９８４を適合させる又
は調整することができる。適合された形状は、長時間及び／又は使用者が、例えば支持枕
部材２９８４を振るか膨らませることにより枕挿入物の充填材を分散させるまで維持され
うる。
【０１４９】
[1252]　上述のように、支持枕部材２９８４は、例えば図９３～図９５に示されるように
、基部支持体２９１０によって規定される内部領域２９９５内に配置されうる。容器部２
９９６は、クッションシステム２９００のより容易な取り付け、並びに使用者の快適性、
調整性及びクッションシステム２９００へのフィット性の向上を可能にすることができる
。支持枕部材２９８４が内部領域２９９５内に配置された状態で、使用者の腕は受容部２
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９５８及び解放空洞２９９７に容易に出入りすることができる。さらに、内部領域２９９
５内に配置されているとき、支持枕部材２９８４は特定の取付箇所により制限されず、む
しろ内部領域２９９５内を自身で自由に動く。例えば、図９３に示すように、支持枕部材
２９８４は、矢印Ａの方向に端から端まで及び／又は矢印Ｂの方向に上下に動くことがで
きる。
【０１５０】
[1253]　支持要素部２９２０から延びる湾曲容器部２９９６は、クッションシステム２９
００に全体的な安定性を付与するのを補助することができる。ある実施形態では、容器部
２９９５は、例えば、上面図において幅約３インチでありうる。基部支持体２９１０は種
々の異なる長さ及び幅を有しうる。例えば、ある実施形態では、基部支持体２９１０の全
幅は、例えば、２４～３９インチの範囲内でありうる。一例では、基部支持体２９１０の
全幅は約３０インチである。ある実施形態では、基部支持体２９１０は、例えば、クッシ
ョンシステム２００及び７００に関して上記したように胴体サイズの長さを有しうる。
【０１５１】
[1254]　使用時、基部支持体２９１０は、前実施形態について上述したものと同じ又は類
似の手法で使用者が使用するために、例えば、ベッド、ボックススプリング、ベッドの土
台又は床などの支持面上に配置されうる。例えば図９４及び図９５に示されるように、支
持枕部材２９８４は内部領域２９９５内に配置されうる。例えば、図８１～図８３及び図
９５に示されるように、本体要素２９２４は、次いで、基部支持体２９１０及び／又は支
持枕部材２９８４の頂面上に配置されうる。前実施形態について上述したように、使用者
の特定の要求に応じて、使用者の右腕又は左腕が受容部２９５８内に及び任意選択的に解
放空洞２９９７内に配置された状態で、使用者は、傾斜右側側臥位（ＲＬＤ）又は傾斜左
側側臥位姿勢（ＬＬＤ）でクッションシステム２９００上に配置されうる。例えば、使用
者は、６度乃至３０度の角度を成した頂面を有する治療的クッションシステム２９００の
基部支持体２９１０上に配置されうる。このような実施形態では、使用者は、例えば、基
部支持体２９１０の密度及び／若しくはたわみ特性、並びに／又は使用者の体重などの要
素に応じて、約５乃至２０度の角度で基部支持体２９１０上に配置されうる。場合によっ
ては、治療的クッションシステム２９００の使用者は、ＧＥＲＤに関連する症状を処置す
るのに十分な時間、傾斜ＲＬＤ姿勢又はＬＬＤ姿勢に維持されうる。ある実施形態では、
この時間は少なくとも１時間である。ある実施形態では、この時間は６時間である。ある
実施形態では、維持には、治療的クッションシステム２９００の本体要素（例えば、本体
要素２９２４）を基部支持体２９１０の近傍に、及び任意選択的に、治療的クッションシ
ステム２９００の支持枕部材２９９６の近傍に位置決めすることを含む。
【０１５２】
[1255]　図９６～図１１３は、治療的クッションシステムの別の実施形態を示す。治療的
クッションシステム３０００（本明細書中においては「クッションシステム」とも呼ばれ
る）は、基部支持体３０１０と、支持枕部材３０８４と、任意の本体要素３０２４と、を
含む。基部支持体３０１０のいくつかの特徴は、前実施形態に関して上述した支持要素（
例えば、１２０、２２０等）と同じ又は類似に構成されうるとともに、同じ又は類似に機
能しうる。例えば、支持要素の前実施形態について上述したものと同じ又は類似の材料を
、基部支持体３０１０を構成するために使用することができる。従って、基部支持体３０
１０の材料及び構造に関する一部の詳細については以下に記載しない場合がある。
【０１５３】
[1256]　前実施形態（例えば、２９１０）と同様に、基部支持体３０１０は、支持要素部
３０２０と容器部３０９６とを含み、１つ以上の構成要素で形成されうる。例えば、ある
実施形態では、基部支持体３０１０は単一構成要素として形成することができ、他の実施
形態では、基部支持体３０１０は、ともに結合されて単一構成要素を形成する複数の構成
要素で形成されうる。例えば、複数の構成要素はともに接着結合して基部支持体３０１０
の単一構成要素を形成することができる。
【０１５４】
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[1257]　基部支持体３０１０は、内部クッション部材（図示せず）と、基部支持体３０１
０のクッション部材を収容することができる外部ケーシング３０６１と、を含みうる。内
部クッション部材は、前実施形態について上述したように、例えば、１つ以上の発泡材料
で形成されうる。基部支持体３０１０の支持要素部３０２０と容器部３０９６とは、単一
構成要素として一体的に形成されうる、又は例えば接着剤によってともに結合された別個
の構成要素であり得る。さらに、支持要素部３０２０及び容器部３０９６のそれぞれは、
単一構成要素として、又はともに結合された（例えば、接着された）複数の構成要素（例
えば発泡構成要素）によって形成されうる。ある実施形態では、支持要素部３０２０のク
ッション部材は、容器部３０９６を形成するために使用した発泡材料（単数及び複数）と
同じ発泡材料（単数及び複数）で形成されうる。ある実施形態では、支持要素部３０２０
のクッション部材及び容器部３０９６のクッション部材に対し、異なる発泡材料（単数及
び複数）が使用される。
【０１５５】
[1258]　この実施形態では、支持枕部材３０８４は発泡材料によって形成され、基部支持
体３０１０の容器部３０９６及び／若しくは支持部３０２０に結合される、又は基部支持
体３０１０の容器部３０９６及び／若しくは支持部３０２０と一体に若しくは一体的に形
成される。ある実施形態では、支持枕部材３０８４は基部支持体３０１０に固定的に結合
されうる。ある実施形態では、支持枕部材３０８４は、基部支持体３０１０の支持要素部
３０２０及び／又は容器部３０９６を形成するために使用した発泡材料と同じ発泡材料で
形成されている。ある実施形態では、支持枕部材３０８４は、基部支持体３０１０の支持
要素部３０２０及び／又は容器部３０９６を形成するために使用した発泡材料と異なる発
泡材料で形成されている。ある実施形態では、支持枕部材３０８４は、容器部３０９６に
接着的に又はそれ以外の手法で結合された別個の構成要素である（例えば、容器部３０９
６に結合された支持枕部材３０８４を示す図１０８を参照）。支持枕部材３０８４は、容
器部３０９６の頂面３０１７と実質的に面一の又は揃えられた頂面３００８（例えば、図
１０２を参照）と、容器部３０９６の底面３０１８（例えば、図１０２を参照）及び／又
は支持要素部３０２０の底面３０３９（例えば、図１０３を参照）と実質的に面一の若し
くは揃えられた底面３００９と、を含みうる。支持枕部材３０８４は、また、肩解放部分
又は切抜部３０５７を含みうる。肩解放部分３０５７は、使用者の腕及び又は肩に対する
さらなる解放を提供することができる。
【０１５６】
[1259]　支持枕部材３０８４は、基部支持体３０１０の内部クッション部材（図示せず）
とともに外部ケーシング３０６１内に配置又は収容されうる。外部ケーシング３０６１は
、例えば、支持要素１２０の外部ケーシング１２１について上述したように、１つ以上の
材料で形成されうる。ある実施形態では、外部ケーシング３０６１は４方向伸展材料で形
成されうる。ある実施形態では、外部ケーシング３０６１は、例えば、ジャージ又はイン
タロック（interlock）又はベロア織物などの２方向伸展材料で構成されうる。ある実施
形態では、外部ケーシング３０６１は１つより多い材料で形成されうる。例えば、ある実
施形態では、外部ケーシング３０６１の上部部分は２方向又は４方向伸展材料で形成する
ことができ、外部ケーシング３０６１の底部部分はより頑強な材料で形成されうる。ある
実施形態では、外部ケーシング３０６１は、内部クッション部材を液体吸収から保護する
ための不透過性のアンダーカバー又は下層（すなわち内部表面）とともに、外部表面上に
、２方向伸展材料又は４方向伸展材料を含みうる。
【０１５７】
[1260]　外部ケーシング３０６１は、支持枕部材３０８４及び基部支持体３０１０が挿入
されうる開口部を含みうるとともに、例えば、ジッパー、ボタン、スナップ、フラップ、
フック及びループファスナーなどの締結具、又は開口部を閉じるため又は部分的に閉じる
ための他の適切な結合方法を含みうる。この実施形態では、例えば、図９９、図１００及
び図１０５に示されるように、外部ケーシング３０６１を開閉するためにジッパー３００
７が使用されている。図９８～図１００及び図１０５に示すように、ジッパー３００７は
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、基部支持体３０１０の前又は先端部において容器部３０９６を取り囲み、支持要素部３
０２０の一部の側部（例えば、図９８及び図１００を参照）を取り囲み、図９９に示すよ
うに、下へと降り、支持要素部３０２０の底面３０３９を横断する。
【０１５８】
[1261]　この実施形態では、基部支持体３０１０（すなわち支持部３０２０及び容器部３
０９６）と、支持枕部材３０８４とが、内部領域３０９５を集合的に規定する（例えば、
図１０６～図１０７に示されるように）。内部領域３０９５は、支持枕部材３０８４の各
側部に、支持枕部材３０８４と支持要素部３０２０との間の中心領域３００２を介して互
いに流体連通している受容部３０５８を含む。ある実施形態では、内部領域３０９５は、
中心領域３００２のすべて又は一部を含んでいなくてもよい。例えば、別の実施形態では
、支持枕部材３０８４は、中心領域において、支持要素部３０２０に接続されうる又は支
持要素部３０２０と一体に形成されうる。前実施形態と同様に、受容部３０５８は、クッ
ションシステム３０００を使用するときに、使用者が使用者の腕及び／又は肩の一部を置
くための解放領域として使用することができる。この実施形態では、受容部３０５８は、
肘及び腕のより大きな動きのために増加した容積と、使用者のための増加した配置又は位
置決めオプションと、を含みうる。
【０１５９】
[1262]　前実施形態と同様に、基部支持体３０１０は、また、基部支持体３０１０の各側
部に、使用者の腕及び／又は手の一部を中に受け入れることができる前腕／肘解放空洞３
０９７（本明細書中では、「空洞」又は「解放空洞」とも呼ばれる）を規定する。使用者
が内部領域３０９５（すなわち受容部３０５８）内に腕を置いたときに、使用者が解放空
洞３０９７の１つを通じて手及び／又は使用者の腕の一部を延出することができるように
、例えば、解放空洞（単数及び複数）３０９７は内部領域３０９５と連通している。この
実施形態では、解放空洞は高さ及び長さの両方において前実施形態よりも大きくすること
ができ、さらなる腕及び肘の動きのオプションを提供するとともに、受容部３０５８及び
解放空洞３０９７内の通気を増加する。例えば、図１００、図１０２及び図１０３に示さ
れるように、解放空洞３０９７は、また、基部支持体３０１０の前若しくは先端部まで延
びうる、又は基部支持体３０１０の前若しくは先端部を部分的に取り巻きうる。図示しな
いものの、前実施形態に関して上述したように、基部支持体３０１０は、また、外部ケー
シング３０６１に結合されうる任意のポケット及び／又は任意の運搬用ハンドルを含みう
る。
【０１６０】
[1263]　基部支持体３０１０は種々の異なる長さ及び幅を有しうる。例えば、ある実施形
態では、基部支持体３０１０の全幅は、例えば、２４～３９インチの範囲内でありうる。
一例では、基部支持体３０１０の全幅は約３０インチである。ある実施形態では、基部支
持体３０１０は、例えば、クッションシステム２００及び７００に関して上記したように
、胴体サイズの長さを有しうる。
【０１６１】
[1264]　基部支持体３０１０の支持要素部３０２０は、種々の異なる形状及び／又は大き
さを有しうる。例えば、図９８及び図１０５に示すように、支持要素部３０２０はくさび
形を有しうる。具体的には、支持要素部３０２０は、第１端部部分３０１５と第２端部部
分３０１６（例えば、図１０５を参照）との間において、底面３０３９（例えば、図９８
及び図１０５を参照）に対し角度を成す頂面３０３７を含む。換言すると、第２端部部分
３０１６は、第１端部部分３０１５を超える高さを有する。ある実施形態では、角度を成
した頂面３０３７は、支持要素部３０２０の底面３０３９に対して、例えば、６度乃至３
０度の角度で配置されうる。支持要素部３０２０は、また、使用者がクッションシステム
３０００上に側臥位姿勢で横になっているときに使用者の下側腋窩の圧を解放するために
使用されうる凹状部３０３０（例えば、図１０２、図１０４及び図１０６を参照）と、ク
ッションシステム３０００の使用時、さらなる人間工学的な腕及び肘の配置に適応するこ
とができる、支持要素部３０２０の第２端部部分３０１６上の傾斜した又は角度を成した
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かど３０３３（例えば、図１０６及び図１０７を参照）と、を含む。
【０１６２】
[1265]　容器部３０９６は支持要素部３０２０から延び、種々の形状及び／又は大きさで
ありうる。例えば、この実施形態では、容器部３０９６は、例えば、図９７及び図１０６
に示されるような上面図において見ると、湾曲形状を有する。他の実施形態では、容器部
３０９６は、例えば、四角形、矩形、楕円形、台形などの異なる形状、又は図９７及び図
１０６に示される容器部３０９６とは異なる半径を持つ湾曲形状を有しうる。ある実施形
態では、容器部３０９６の頂面３０１７は容器部３０９６の底面３０１８に実質的に平行
である（例えば、図１０５を参照）。ある実施形態では、頂面３０１７と底面３０１８と
は、互いに対してある角度で配置されうる。ある実施形態では、頂面３０１７及び／又は
底面３０１８は、クッションシステム３０００が配置される支持面に対して角度を成して
いてもよい。ある実施形態では、容器部３０９６は、例えば、上面図において幅約３イン
チでありうる。
【０１６３】
[1266]　前実施形態と同様に、支持要素部３０２０から延びる湾曲容器部３０９６は、ク
ッションシステム３０００に全体的な安定性を付与するのを補助することができる。例え
ば、容器部３０９６は、使用者の腕が解放空洞３０９７へとだらりと垂れ下がることから
生じる可能性のある浮腫を低減する又は防止するために、使用者の腕（又は手）を安定化
させる又はそうでなければ上昇させることを可能にしうる。容器部３０９６は、従って、
腕の配置の制御を補助することができるとともに、睡眠及び安静の向上はもとより、使用
者の快適性及び安定性の向上を補助することができる腕／手用クレードルを提供すること
ができる。
【０１６４】
[1267]　この実施形態では、例えば、図１０９～図１１１に示されるように、本体要素３
０２４は、頭側端部部分にほぼ１８０度の湾曲を有する円弧部３０４１と、それぞれが円
弧部３０４１から尾側方向に延びる第１アーム３０４７及び第２アーム３０４８と、を含
む。この実施形態では、第１アーム３０４７は、第２アーム３０４８の長さよりも短い長
さを有する。例えば、ある実施形態では、第１アーム３０４７は、例えば、第２アーム３
０４８の長さよりも２５％乃至５０％の範囲短い長さを有しうる。第２アーム３０４８は
、第２アーム３０４８を使用者の膝の間に配置する際の快適性を増すために、わずかにテ
ーパ状の端部部分３００３（例えば、より薄い厚みを有する）を含みうる。本体要素３０
２４は、前実施形態について上述したものと同じ又は類似の手法で基部支持体３０１０と
ともに使用されうる。任意選択的に、ある実施形態では，本体要素３０２４は基部支持体
３０１０から独立して使用されうる。
【０１６５】
[1268]　この実施形態では、本体要素３０２４は、スリーブ又はカバー部材３０３１内に
配置された発泡枕挿入部材（図示せず）を含む。スリーブ部材３０３１は、発泡枕挿入物
が挿入されうる開口部（単数）又は開口部（複数）を含みうるとともに、例えば、ジッパ
ー、ボタン、スナップなどの締結具、又は開口部（単数及び複数）を閉じるため若しくは
部分的に閉じるための他の適切な結合方法を含みうる。発泡枕挿入物は、１つ以上の発泡
材料で形成されうるとともに、支持枕部材３０８４及び／又は基部支持体３０１０を構成
するために使用されるものと同じ又は異なる発泡材料で形成されうる。ある実施形態では
、発泡枕挿入物は、選択位置に、本体要素３０２４を受け入れるための任意の曲げ解放切
込部（図示せず）を含みうる（例えば、以下に記載される図１１７を参照）。
【０１６６】
[1269]　本体要素３０２４の発泡枕挿入物を収容するスリーブ部材３０３１は、例えば、
他の実施形態に関して上述したような４方向伸展材料で形成されうる。ある実施形態では
、スリーブ部材３０３１は、例えば、ジャージ又はインタロック又はベロア織物などの２
方向伸展材料で構成されうる。ベロアなどの２方向伸展材料は、例えば、快適性及び洗浄
性を含むいくつかの有益な特性を提供することができる。ベロア織物は、また、ベルクロ
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（登録商標）に類似する特性を示しうる。例えば、基部支持体３０１０の外部ケーシング
３０６１と本体要素３０２４のスリーブ部材３０３１とが両方ともベロア材料で形成され
ている場合、基部支持体３０１０と本体要素３０２４とが互いに「貼り付く」ことができ
、使用者の側位の維持を高める。ある実施形態では、スリーブ部材３０３１は、１つより
多い材料で形成されうる。例えば、ある実施形態では，スリーブ部材３０３１は、２方向
又は４方向伸展材料で形成された上部部分と、より頑強な材料で形成された底部部分と、
を含みうる。ある実施形態では、スリーブ部材３０３１は、外部表面上の２方向又は４方
向伸展材料と、発泡挿入部材を液体吸収から保護するための不透過性の下層又はアンダー
カバー（すなわち内部表面）と、を含みうる。スリーブ部材３０３１の筒状形状は、例え
ば、前実施形態について上述したものと同じ又は類似の手法で形成されうる。
【０１６７】
[1270]　例えば、図１０９～図１１１に示されるように、本体要素３０２４は、また、本
体要素３０２４の頂面に、側方又は側部支持ボルスタ３０６０を含む。例えば、発泡枕挿
入部材は、側部支持ボルスタ３０６０を含むように構成されうる。側部支持ボルスタ３０
６０は、クッションシステム３０００上で使用者を側臥位又は側位に維持するのを補助す
ることができる。例えば、図１１１に示されるように、側部支持ボルスタ３０６０はそれ
ぞれ、本体要素３０２４の底面に対して角度を成した頂面部３００４と、頭部側端部の角
度を成した表面部３００５と、脚側端部の角度を成した表面部３００６と、を有する。あ
る実施形態では、基部支持体３０１０が配置される支持面（例えば、ベッド表面）に対す
る、使用者の胸部が載りうる位置の近傍（例えば、ボルスタ３０６０の最高点）における
側部支持ボルスタ３０６０の高さは約６インチとすることができ、使用者の頭部が載りう
る位置の近傍における基部支持体３０１０の部分の高さは約３インチとすることができ、
使用者の膝が載りうる位置の近傍における基部支持体３０１０の部分の高さは約４インチ
とすることができる。
【０１６８】
[1271]　使用時、基部支持体３０１０は、前実施形態について上述したものと同じ又は類
似の手法で使用者が使用するために、例えば、ベッド、ボックススプリング、ベッドの土
台又は床などの支持面上に配置されうる。例えば、図９６～図１０１、図１１２及び図１
１３に示されるように、本体要素３０２４は、基部支持体３０１０の頂面上に（すなわち
少なくとも支持要素部３０２０上に）配置されうる。前実施形態について上述したように
、使用者の特定の要求に応じて、使用者の右腕又は左腕が受容部３０５８内に及び任意選
択的に解放空洞３０９７内に配置された状態で、使用者は、傾斜右側側臥位（ＲＬＤ）又
は傾斜左側側臥位姿勢（ＬＬＤ）でクッションシステム３０００上に配置されうる。例え
ば、使用者は、治療的クッションシステム３０００の基部支持体３０１０上に配置されう
るとともに、支持要素部３０２０の角度を成した頂面のせいで、使用者は、例えば基部支
持体３０１０の密度及び／若しくはたわみ特性並びに／又は使用者の体重などの要素に応
じて、約５乃至２０度の角度で配置されうる。場合によっては、治療的クッションシステ
ム３０００の使用者は、ＧＥＲＤに関連する症状を処置するのに十分な時間、傾斜ＲＬＤ
姿勢又はＬＬＤ姿勢に維持されうる。ある実施形態では、この時間は少なくとも１時間で
ある。ある実施形態では、この時間は６時間である。
【０１６９】
[1272]　図１１２及び図１１３に（位置Ａにおいて）示すように、使用者の腕（及び／又
は手）の一部は、使用者の腕／手を安定させるのを補助するため、又はそうでなければ使
用者の腕／手を上昇させた状態に維持するのを補助するために容器部３０９６に載りうる
。上述のように、このことは浮腫の低減又は防止を補助しうる。容器部３０９６は、従っ
て、腕の配置の制御を補助することができるとともに、睡眠及び安静の向上はもとより、
使用者の快適性及び安定性の向上を補助することができる腕／手用クレードルを提供する
ことができる。
【０１７０】
[1273]　図１１４～図１１７は、本明細書中に記載されるクッションシステムのいずれか
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において使用されうる本体要素３１２４の別の実施形態を示す。本体要素３１２４は、本
体要素３０２４と同じ又は類似に構成されうるとともに、本体要素３０２４と同じ又は類
似に機能しうる。従って、本体要素３１２４の特定の特徴は以下に記載されず、記載され
ない特徴について、それらは本体要素３０２４の類似の特徴と同じ又は類似でありうるこ
とは理解すべきである。この実施形態では、本体要素３１２４は、円弧部３１４１と、そ
れぞれが円弧部３１４１から尾側方向に延びる第１アーム３１４７及び第２アーム３１４
８と、を含む。本体要素３１２４は、基部支持体３０１０（又は本明細書中に記載される
任意の他のクッションシステム）とともに、前実施形態について上述したものと同じ又は
類似の手法で使用されうる。本体要素３１２４は、また、基部支持体３０１０から独立し
て使用されうる。
【０１７１】
[1274]　この実施形態では、本体要素３１２４は、スリーブ又はカバー部材３１３１内に
配置された発泡枕挿入部材（図示せず）を含む。発泡枕挿入部材はそれぞれ、本体要素３
０２４に関して上述した、それぞれ発泡枕挿入物及びスリーブ部材３０３１と同じ又は類
似に構成されうるとともに、同じ又は類似に機能しうる。図１１４～図１１６に示すよう
に、本体要素３１２４は、本体要素３１２４の頂面上に、上述の側方支持ボルスタ３０６
０と同じ側方又は側部支持ボルスタ３１６０を含む。この実施形態では、本体要素３１２
４は、頚部支持部３１６２も含む。頚部支持部３１６２は、この実施形態では、図１１４
の頂面図に見られるように実質的に円弧形状である。ある実施形態では、頚部支持部３１
６２には起伏がありうる。ある実施形態では、発泡枕挿入物は、選択位置に、図１１７に
示されるように、本体要素３１２４が、例えば、曲げ位置Ｂにおいて曲がることを可能に
するための任意の曲げ解放切込部（図示せず）を含みうる。
【０１７２】
[1275]　図１１８～図１２０は、本明細書中に記載されるクッションシステムのいずれか
において使用されうる本体要素３２２４の別の実施形態を示す。本体要素３２２４は、本
体要素３０２４と同じ又は類似に構成されうるとともに、本体要素３０２４と同じ又は類
似に機能しうる。従って、本体要素３２２４の特定の特徴は以下に記載されず、記載され
ない特徴について、それらは本体要素３０２４の類似の特徴と同じ又は類似でありうるこ
とは理解すべきである。この実施形態では、本体要素３２２４は、円弧部３２４１と、そ
れぞれが円弧部から３２４１尾側方向に延びる第１アーム３２４７及び第２アーム３１４
８と、を含む。本体要素３２２４は、基部支持体３０１０（又は本明細書中に記載される
任意の他のクッションシステム）とともに、前実施形態について上述したものと同じ又は
類似の手法で使用されうる。本体要素３２２４は、また、基部支持体３０１０から独立し
て使用されうる。
【０１７３】
[1276]　この実施形態では、本体要素３２２４は、スリーブ又はカバー部材３２３１内に
配置された発泡枕挿入部材（図示せず）を含む。発泡枕挿入部材はそれぞれ、本体要素３
０２４に関して上述した、それぞれ発泡枕挿入物及びスリーブ部材３０３１と同じ又は類
似に構成されうるとともに、同じ又は類似に機能しうる。図１１８～図１２０に示すよう
に、本体要素３２２４は、本体要素３２２４の頂面上に、上述の側方支持ボルスタ３０６
０と同じ側方又は側部支持ボルスタ３２６０を含む。本体要素３２２４は、頚部支持部３
２６２も含む。図１１８に最も良く示されるように、この実施形態では、頚部支持部３２
６２は、本体要素３２２４の幅にわたって延びる上昇部である。ある実施形態では、頚部
支持部３２６２の上昇部には起伏がありうる。
【０１７４】
[1277]　支持枕部材３０８４及び／又は本体要素３０２４、３１２４、３２２４（すなわ
ち、本体要素３０２４、３１２４、３２２４の挿入枕部材）に発泡材料を用いることは、
種々の利点をもたらすことができる。例えば、発泡材料は耐久性がありうる、長期間及び
使用にわたり形状を保持することができる、平坦化又はロフトの喪失に耐えうるため、場
合によっては支持枕部材３０８４及び／又は本体要素３０２４、３１２４、３２２４の寿
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命を大幅に延長できる。発泡材料は、また、形状及び寸法がより一定でありうるため、使
用者に提供される潜在的快適性のばらつきを少なくすることができる。全体が発泡体の枕
は、また、例えば、枕を振る又は膨らませるなどの使用者によるメンテナンスを減らすこ
とができる。発泡体には、また、より支持を持たせることができる、ゆえに、望ましくな
い使用者の横方向の動きにより抵抗できる。これにより、横向きの睡眠姿勢を維持する使
用者の能力を高めることができる。場合によっては、支持枕部材３０８４及び／又は本体
要素３０２４、３１２４、３２２４の形成に発泡体を使用することで、また、製造をより
簡単にすることができ、必要とする作業者のサイクルタイムを少なくすることができ、よ
り反復可能かつ再生可能な操作を提供することができ、及び／又は繊維充填工程等におけ
る作業者の主観を排除することができる。発泡製品の梱包及び発送では、また、製品の非
破壊的な圧縮を行うことができる。
【０１７５】
[1278]　図１２１～図１２３は、本体要素３１２４とともに、クッションシステム３００
０の基部支持体３０１０の使用を示す。図１２１に示すように、基部支持体３０１０は、
前実施形態について上述したものと同じ又は類似の手法で使用者が使用するために、例え
ば、ベッド、ボックススプリング、ベッドの土台又は床などの支持面上に配置されうる。
例えば、図１２１～図１２２に示されるように、本体要素３１２４は、基部支持体３０１
０の頂面上に配置されうる。前実施形態について上述したように、図１２３に示すように
、使用者の特定の要求に応じて、使用者の右腕又は左腕が受容部３０５８内及び任意選択
的に解放空洞３０９７内に配置された状態で、使用者は、傾斜右側側臥位（ＲＬＤ）又は
傾斜左側側臥位姿勢（ＬＬＤ）でクッションシステム３０００上に配置されうる。また、
図１２３に示すように、使用者の頚部が頚部支持部３１６２上で支持された状態で、使用
者は自身の頭部を本体要素３１２４の円弧部に配置することができるとともに、本体要素
３１２４のアーム３１４８は使用者の脚の間に配置されうる。
【０１７６】
[1279]　別の実施形態においては、支持枕部材（例えば、３０８４）は、支持枕部材２９
８４と同様に、発泡材料によって形成されうるとともに、容器部と基部支持体の支持要素
部との間に規定された内部領域内に配置されうる別個の構成要素でありうる。換言すると
、支持枕部材は、容器部又は支持要素部に固定的に取り付けられたり、容器部又は支持要
素部と一体に形成されたりしない。このような実施形態では、支持枕部材は、例えば、外
部ケーシング２９２７又は本明細書中に記載される他の外部ケーシング及びカバー部材と
同じ又は類似に形成されうる別個の外部ケーシングを有しうる。
【０１７７】
[1280]　ある実施形態では、本明細書中に記載される治療的クッションシステムは、本明
細書中に記載されるクッションシステムの種々の構成要素の任意の組み合わせ又は副組み
合わせを含みうるキットとして提供されうる。例えば、ある実施形態では、キットは、１
つ以上の支持要素、１つ以上の上昇要素及び／又は１つ以上の本体要素を含みうる。ある
実施形態では、キットは、１つ以上の基部支持体、１つ以上の支持枕部材及び／又は１つ
以上の本体要素を含みうる。ある実施形態では、キットは、１つ以上の基部支持体及び／
又は１つ以上の本体要素を含みうる。ある実施形態では、キットは、例えば、クッション
システム１３００及び１４００に関して上述したように、支持要素へと選択的に組み立て
られうる複数のクッション部材及び／又は上昇要素へと選択的に組み立てられうる複数の
上昇クッション部材を含みうる。ある実施形態では、キットは、また、別個の側部支持部
材（例えば、８６４、９６４）及び／又は側部ボルスタ部材（例えば、１５８２、１６８
２、１７８２、１９８２、２０８２）を含みうる。
【０１７８】
[1281]　上述のように、本明細書中に記載される治療的クッションシステムは、本明細書
中に記載されるＧＥＲＤ及び／又は他の消化性疾患及び／又は他の病態又は病気に関連す
る症状の処置において使用されうる。ＧＥＲＤの症状を有する患者を処置するために、本
明細書中に記載される治療的クッションシステムを使用した効果を評価するための試行的
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研究を行った。以下に記載されている２つのこのような試行的研究の結果は、このような
治療的クッションシステムをＧＥＲＤの症状を処置するために使用する利点を裏付けるも
のである。
【実施例】
【０１７９】
試行的研究実施例１：
[1282]　睡眠デバイス（ＳＤ：sleep device）を評価する無作為比較試験を実施した。Er
ik Person, MD, MS, et al.,“A Novel Sleep Assist Device Prevents Gastroesophagea
l Reflux:A Randomized Controlled Trial,”The American Journal of Gastroenterolog
y,108:S1－S36, October 2013を参照のこと。研究で使用したＳＤは、本願の譲受人であ
るSan Diego,Californiaに所在のAmenity Health, Inc.によりMedcline（商標）の商標に
おいて販売されている、２部品の傾斜基部と抱き枕とからなるものであった。研究で使用
したＳＤは、患者を、頭部及び胴部を上昇させる一方で側臥位に維持し、例えば、本明細
書中に記載される治療的クッションシステム２００と実質的に同じ又は類似のものである
。頭部及び胴部を上昇させた状態で左側を下にして半固定姿勢で寝ると、横臥位胃食道逆
流（ＧＥＲ）を大幅に減少させると仮定した。
【０１８０】
[1283]　研究では２０人の健常ボランティアに対する単一施設無作為比較試験を行い、各
被検者には長さ６時間のインピーダンスｐＨ検査を４回行った。逆流プローブの留置後、
被検者は家に戻り、標準的な食事（１３５０ｋｃａｌ、脂肪量５８ｇ）をとった。各被検
者は、その後、４つの無作為に割り当てられた姿勢、すなわち、ＳＤで右側を下にした姿
勢（ＳＤ－Ｒ）、ＳＤで左側を下にした姿勢（ＳＤ－Ｌ）、標準的なウェッジ（wedge）
で任意の姿勢（Ｗ）及び平らな任意の姿勢（Ｆ）のうちの１つにおいて横になった。ＳＤ
－Ｒ及びＳＤ－Ｌでは、ＳＤ（上記した）の使用を含み、ボランティアはそれぞれ、自身
の右側を下にした状態及び左側を下にした状態で配置されたことに留意されたい。無線姿
勢モニタで各研究時のボランティアの姿勢を記録した。逆流症状発現（ＲＥ）及び食道内
酸曝露（ＥＡＥ）の回数を６時間の期間にわたり盲検的に算出した。姿勢モニタのデータ
を用いて、割り当てた姿勢と実際の姿勢とを比較した。
【０１８１】
[1284]　図１２４及び図１２５は、上記研究の結果を示す。図１２４は、姿勢ごとの６時
間平均食道内酸曝露（ＥＡＥ）を示すグラフであり、ＳＤ－Ｌが任意の他の姿勢よりも有
意に低いＥＡＥを示した。図１２５は、姿勢ごとの逆流症状発現（ＲＥ）の６時間の平均
回数を示すグラフであり、ＳＤ－ＬがＳＤ－Ｒよりも有意に低い逆流症状発現を示した。
グラフ中、ＳＤ－Ｌは、睡眠用デバイスで左側を下にしたものであり、ＳＤ－Ｒは、睡眠
用デバイスで右側を下にしたものであり、＊＝ｐ＜．０５、＊＊＝ｐ＜．０１及び＊＊＊
＝ｐ＜．００１である。
【０１８２】
[1285]　研究結果は、Ｗ（平均０．４６％対３．５９％、ｐ＜．０１）、ＳＤ－Ｒ（平均
０．４６％対４．５９％、ｐ＜．００１）及びＦ（平均０．４６％対３．４６％、ｐ＜．
０５）での睡眠と比較して、ＳＤ－Ｌでの睡眠では、６時間において有意に低いＥＡＥが
発生したことを示した。６時間のＲＥは、ＳＤ－ＲよりもＳＤ－Ｌが有意に低かった（平
均５．５５対１３．２３、ｐ＜．０５）。ＳＤ－Ｌが割り当てられた患者は、平均で最初
の２時間の８３％及び６時間の６１％を割り当てられた姿勢で過ごした。ＳＤ－Ｒが割り
当てられた者は、最初の２時間の７２％及び６時間の５３％を割り当てられた姿勢で過ご
した。６時間にわたり、Ｗ及びＦで睡眠した患者はＲ又はＬよりも、平均して有意に多い
時間仰臥位であった（ｐ＜．０５）。
【０１８３】
[1286]　研究結果は、睡眠デバイスＳＤが横臥位横向き姿勢を効果的に維持することを示
している。左側を下にして横になると、横臥位食道内酸曝露を大幅に低減する。以前の研
究と同様に、睡眠デバイスの補助があっても、右側を下にした姿勢が最も悪い結果となる
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。
【０１８４】
試行的研究実施例２：
[1287]　睡眠姿勢決めデバイス（ＳＰＤ：sleep positioning device）を評価する第２研
究も実施した。Sanath Allampati MD, et al.,“Use of a Sleep Positioning Device Si
gnificantly Improves Nocturnal Gastroesophageal Reflux Symptoms,”２０１４を参照
のこと。ＳＰＤは、従来のベッドウェッジに比べて、２部品の傾斜基部（高さ９インチ）
と側臥位用抱き枕とからなるものであった。この研究は、ＳＰＤを使用して眠った健常ボ
ランティアにおいて、夜間ＧＥＲＤ（酸曝露及び逆流症状発現）の減少を示した。同じく
本願の譲受人によりMedcline（商標）の商標において販売されているこのＳＰＤは、使用
者を傾斜左側臥位（Ｉ－ＬＬＤ）睡眠姿勢に配置し、維持する。この研究で使用したＳＰ
Ｄは、例えば、本明細書中に記載される治療的クッションシステム２００と実質的に同じ
又は類似のものである。この研究の目的は、このＳＰＤの使用によりＧＥＲＤと診断され
た患者の夜間症状が減少するかどうかを決定すること、並びに夜間ＧＥＲＤの朝の影響の
低減におけるその有効性を評価すること、及び夜間ＧＥＲＤに関する患者の懸念に対処す
ることであった。
【０１８５】
[1288]　研究には、継続的で頻繁な中程度から重度の夜間胸やけ及び逆流を生じている、
プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ）服用中の患者に対する単一施設前向き試験が含まれた。
患者は、登録時に、夜間ＧＥＲＤ症状重症度及び影響に関する質問表（Ｎ－ＧＳＳＩＱ）
に記入した。Ｎ－ＧＳＳＩＱは、３つの部分（夜間ＧＥＲＤ症状、ＧＥＲＤによる朝の影
響及び夜間ＧＥＲＤに関する懸念）からなる有効な質問表であり、合計可能スコアは９５
である。次いで、患者に、２週間の間、一晩少なくとも６時間、Medcline（商標）ＳＰＤ
で睡眠するように指示した。また、患者に、睡眠をＩ－ＬＬＤ姿勢で開始するように指示
したものの、夜間の患者の姿勢については記録しなかった。２週間の試験の終了時、患者
にＮ－ＧＳＳＩＱを再び行った。すべての分析はＳＡＳ（バージョン９．２、The SAS In
stitute, Cary, NC）及びＲ（バージョン３．０．３、The R Foundation for Statistica
l Computing,Vienna,Austria）を使用して行い、これらを用いて、図１２３～図１２６の
プロットを構成した。
【０１８６】
[1289]　結果を図１２６～図１２９に示す。これらの図は、Medcline（商標）ＳＰＤの使
用前及び後のＮ－ＧＳＳＩＱを示す。合計９人の患者（女性４人及び男性５人、年齢５９
．９±５．４歳、ＢＭＩ２９．４±４．３）を外来患者用消化器病学診療所から募集した
。ＳＰＤ使用２週間後、１人の患者とはＮ－ＧＳＳＩＱの記入のための連絡を取ることが
できなかった。すべてのＮ－ＧＳＳＩＱの前のスコア対後のスコアにおいて有意な改善が
見られ、合計スコア（平均５４．３対１５．４、ｐ＜０．００１）、夜間ＧＥＲＤ（平均
３５．１対８．１、ｐ＜０．００１）、夜間ＧＥＲＤによる朝の影響（平均４．９対１．
６、ｐ＝０．０１５）、及び夜間ＧＥＲＤに関する懸念（平均１４．３対５．６、ｐ＝０
．００２）が記録された。有害事象は報告されなかった。
【０１８７】
[1290]　研究では、ＰＰＩを使用しているにもかかわらず夜間胸やけ及び逆流が生じてい
る患者において、Medcline（商標）ＳＰＤが、２週間の使用後、夜間症状、夜間ＧＥＲＤ
による朝の影響及び夜間ＧＥＲＤに関する懸念を有意に低減したことを示した。
【０１８８】
[1291]　種々の実施形態を上記したが、それらは単に例として示され、限定されるもので
はないことを理解すべきである。上記の方法は特定の順序で発生する特定事象を示すが、
特定事象の順序は変更してもよい。付加的に、可能な場合、事象の特定部分は並列のプロ
セスで同時に実施してもよいだけでなく順次上述のように実施してもよい。
【０１８９】
[1292]　上記した概要及び／又は実施形態は特定の配向又は位置において配置された特定
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の構成要素を示すが、構成要素の配置は変更してもよい。実施形態を特に示し、かつ記載
したが、形態及び詳細の種々の変更を施してもよいことは理解されよう。本明細書中に記
載される装置及び／又は方法のいずれの部分も相互に排他的な組み合わせを除く任意の組
み合わせにおいて組み合わせてもよい。本明細書中に記載される実施形態は、記載された
様々な実施形態の機能、構成要素及び／又は特徴の種々の組み合わせ及び／又は下位組み
合わせを含みうる。
【０１９０】
[1293]　例えば、クッションシステムの実施形態のいずれかは、支持要素の底面に対して
、例えば、６～３０度の角度で角度を成した頂面を備えた支持要素を含みうる。本明細書
中に記載される本体要素のどれもが円弧部を含むことができ、円弧部は、例えば、約３０
乃至約１８０度において湾曲されうる。別の例では、クッションシステムの任意の実施形
態は、１つ又は複数の側部支持物及び又は１つ又は複数の側部支持部材を含みうる。本体
要素は、必ずしも図示されない種々の異なる長さを有する第１アーム及び第２アームを含
みうる。加えて、本明細書中に記載される本体要素のいずれも、単独で又は本明細書中に
記載される支持要素若しくは基部支持体とともに使用することができる。
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